
平
安
時
代
の
国
の
検
田

佐

藤

泰

弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

【
要
約
】
　
平
安
時
代
に
国
司
が
行
っ
た
土
地
調
査
で
あ
る
磐
田
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
＝
世
紀
を
中
心
と
し
て
三
種
類
の
帳
簿
を
検
討
し
た
。
①
馬
上
帳

は
検
田
使
が
野
外
で
書
き
取
る
帳
簿
で
、
郡
ご
と
に
作
ら
れ
た
。
条
里
坪
方
式
で
坪
ご
と
に
耕
地
の
作
付
状
況
や
収
穫
状
況
、
耕
作
者
、
課
税
の
有
無
が

記
さ
れ
て
い
る
。
②
検
田
目
録
は
馬
上
帳
を
基
に
し
て
作
ら
れ
る
田
数
の
集
計
簿
で
あ
る
。
①
②
の
作
成
過
程
で
荘
園
領
主
の
持
つ
免
税
証
が
審
査
さ
れ

る
。
①
②
は
毎
年
作
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
国
司
の
初
任
年
に
限
ら
れ
て
い
た
。
③
負
田
検
田
帳
は
徴
税
単
位
で
あ
る
負
田
（
名
）
ご
と
に
、

作
付
さ
れ
た
田
数
を
条
里
坪
方
式
で
示
し
た
帳
簿
で
、
毎
年
作
ら
れ
て
検
田
所
の
監
査
を
受
け
た
。
③
は
負
事
ご
と
の
課
税
さ
れ
る
田
数
を
箕
定
す
る
と

と
も
に
、
給
田
の
納
税
額
を
決
済
す
る
時
に
も
使
用
さ
れ
た
。
つ
い
で
、
二
世
紀
の
検
田
手
続
は
令
制
下
の
作
柄
調
査
を
も
と
に
一
〇
世
紀
後
半
に
形

成
さ
れ
、
一
二
世
紀
に
国
司
の
初
任
検
注
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。
　
　
r
　
　
　
　
　
　
史
林
七
五
巻
五
号
　
一
九
九
二
年
九
月

序
章
　
叡
取
制
度
と
検
田

平安時代の国の検田（佐藤）

、
検
察
と
は
最
も
一
般
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
田
地
を
調
査
す
る
こ
と
で
あ
る
。
票
田
収
納
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
検
田
は
収
納
と
と
も
に
平

安
時
代
の
収
取
潮
度
の
骨
格
を
構
成
し
た
。
当
該
期
の
収
取
制
度
を
考
え
る
上
で
、
国
（
国
衙
．
国
司
）
の
行
っ
た
検
田
の
特
質
を
解
明
す
る
こ

と
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　
戸
田
芳
実
氏
は
一
〇
世
紀
末
か
ら
一
二
世
紀
に
か
け
て
の
収
取
制
度
を
負
名
体
制
と
し
て
論
じ
た
際
、
検
田
の
特
徴
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

　
　
　
　
　
①

に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
の
当
時
の
国
衙
に
よ
る
雪
田
は
、
作
付
を
行
な
っ
た
耕
地
目
見
作
田
と
実
在
の
作
人
を
毎
年
把
握
し
、
そ
の
実
態
に
応

じ
て
官
物
収
納
量
を
確
定
す
る
た
め
に
、
ま
た
一
方
、
庄
園
や
私
領
の
免
除
の
範
囲
を
見
作
に
し
た
が
っ
て
定
め
る
た
め
に
、
原
則
と
し
て
毎

33　（643）



年
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
」
こ
れ
を
批
判
・
発
展
さ
せ
た
研
究
は
以
下
憲
章
に
お
け
る
考
察
の
な
か
で
取
り
上
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
が
、
検
田
の
手
続
が
十
分
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　
坂
本
賞
三
氏
は
免
除
制
度
の
研
究
に
基
づ
き
、
校
班
田
の
際
に
土
地
調
査
を
行
う
権
限
が
一
〇
世
紀
初
頭
に
太
政
官
か
ら
国
司
に
委
譲
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

国
司
の
検
奪
権
が
成
立
す
る
と
論
じ
た
。
一
方
森
田
悌
氏
は
、
令
制
下
で
毎
年
行
わ
れ
た
損
出
調
査
（
作
柄
調
査
）
が
魚
田
に
繋
が
る
と
論
じ
て

　
④

い
る
。
国
司
が
実
施
し
、
収
取
に
直
結
す
る
土
地
調
査
は
、
校
班
田
よ
り
も
損
再
調
査
が
相
応
し
い
。
国
の
検
田
は
太
政
官
か
ら
委
任
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
国
司
が
本
来
的
に
持
つ
権
限
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
史
料
を
通
覧
す
れ
ば
魚
田
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
一
〇
世
紀
後
半
以
降
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
森
田
氏
は
一
〇
世
紀
後
半
に
検
田
収
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

行
政
が
強
化
さ
れ
る
と
表
現
し
た
。
村
井
康
彦
氏
は
一
〇
世
紀
に
お
い
て
国
衙
の
徴
税
台
帳
が
田
籍
か
ら
瀬
田
帳
へ
変
化
す
る
と
論
じ
、
大
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

直
正
氏
は
一
〇
世
紀
末
・
一
一
世
紀
初
に
郡
・
郷
の
収
納
所
・
検
田
所
が
成
立
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
損
田
調
査
か
ら
検
田
へ
の
変
化

を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
検
田
の
強
化
を
具
体
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
坂
本
氏
は
一
二
世
紀
に
な
る
と
国
司
検
田
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
か
わ
り
に
一
国
検
注
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

富
沢
清
人
疵
も
「
中
世
検
注
の
特
色
は
、
諸
国
ご
と
に
実
施
さ
れ
た
検
田
が
そ
の
施
行
目
的
・
方
法
を
変
質
さ
せ
る
過
程
で
形
成
さ
れ
て
き
た
」

　
　
　
　
　
⑨

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
検
田
か
ら
検
注
へ
変
化
す
る
と
い
う
指
摘
以
上
に
考
察
が
深
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　
国
の
検
田
は
一
〇
世
紀
後
半
に
強
化
さ
れ
、
一
二
世
紀
に
は
検
注
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。
検
田
が
収
取
制
度
の
重
要
な
一
環
を
構
成
し
、
国

が
積
極
的
に
飯
田
を
行
っ
た
時
期
は
、
一
一
世
紀
を
中
心
と
し
た
期
問
だ
。
本
稿
で
は
、
馬
上
帳
・
弓
田
目
録
・
負
事
検
量
帳
と
い
う
三
種
類

の
細
田
帳
に
着
目
し
、
一
〇
世
紀
末
か
ら
一
一
一
世
紀
初
頭
を
中
心
と
す
る
時
期
の
中
田
の
手
続
き
を
明
ら
か
に
す
る
。
弓
田
の
結
果
作
成
さ
れ

る
検
田
田
に
は
下
田
の
特
質
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
令
制
下
の
魚
田
調
査
か
ら
検
田
へ
の
展
開
と
、
仁
摩
か
ら

検
注
へ
の
変
化
に
つ
い
て
も
概
観
し
た
い
。

　
①
　
戸
田
「
国
衙
領
の
名
と
在
家
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
、
岩
　
　
　
　
　
波
書
店
、
｝
九
六
七
年
。
発
表
一
九
五
八
年
）
。
引
用
は
二
四
九
頁
。
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②
佐
々
木
宗
雄
「
十
～
十
一
世
紀
の
土
地
支
配
一
検
照
を
中
心
に
i
」
（
『
日
本
史

　
研
究
』
二
六
七
、
　
一
九
八
四
年
）
に
お
い
て
も
検
田
の
手
続
き
は
具
体
的
で
は
な

　
い
。
平
安
時
代
の
隅
田
を
考
え
る
場
合
、
富
沢
清
入
「
中
世
検
注
の
特
質
」
（
『
日

　
本
史
研
究
』
ニ
ゴ
ゴ
ニ
、
～
九
八
二
年
）
に
代
表
さ
れ
る
中
世
検
注
の
研
究
に
学
ぶ

　
点
は
多
い
が
、
平
安
時
代
の
史
料
に
即
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う

　
ま
で
も
な
い
。

③
坂
本
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
）
。

④
　
森
田
「
古
代
養
田
に
つ
い
て
の
小
考
」
（
『
北
陸
史
学
』
一
一
四
、
一
九
七
五
年
）
。

⑤
　
森
田
「
摂
関
期
政
治
動
向
の
考
察
」
（
『
平
安
時
代
政
治
史
研
究
』
、
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
七
八
年
。
発
表
一
九
七
七
年
）
二
四
〇
頁
。
な
お
赤
松
俊
秀
「
領
主
と

　
作
人
」
（
『
古
代
中
世
社
会
経
済
史
研
究
』
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
二
年
。
発
衷

　
一
九
六
六
年
）
三
八
一
頁
も
参
照
。

⑥
　
村
井
「
名
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
一
五
、
一
九
五
八
年
）
。

⑦
大
石
「
平
安
時
代
の
郡
・
郷
の
収
納
所
・
検
田
所
に
つ
い
て
」
（
蒲
田
武
教
授

　
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
・
中
世
史
の
地
方
的
展
開
』
、
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九

　
七
三
年
）
。

⑧
坂
本
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
三
二
六
頁
。

⑨
富
沢
「
検
注
と
照
文
」
（
網
野
善
彦
・
石
井
進
・
稲
垣
泰
彦
・
永
原
慶
二
編
『
講

　
座
日
本
荘
園
史
』
二
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）
三
三
〇
頁
。

第
一
章
　
馬

上

帳

平安時代の国の検認（佐藤）

　
大
和
国
栄
山
寺
・
弘
福
寺
は
表
1
に
示
し
た
よ
う
に
永
酢
二
（
九
九
〇
）
年
か
ら
延
久
四
（
一
〇
七
二
）
年
ま
で
、
国
司
交
替
の
た
び
に
国
衙
に
牒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
送
り
、
寺
領
の
免
除
を
申
請
し
て
い
る
。
両
寺
は
免
除
の
根
拠
と
な
る
官
符
・
国
判
を
副
え
、
寺
領
の
所
在
す
る
条
里
坪
付
と
坪
内
の
寺
領

面
積
を
一
つ
一
つ
記
し
た
牒
を
国
衙
に
送
っ
た
。
国
衙
の
田
所
で
は
、
坪
ご
と
に
見
作
面
積
（
作
付
面
積
）
と
寺
田
面
積
と
を
調
べ
て
三
富
に
朱

筆
で
記
入
し
、
牒
の
袖
に
は
調
査
の
結
果
を
朱
書
し
た
－
田
所
丹
勘
一
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
国
司
が
牒
の
奥
に
免
除
の
可
否
の
判
定
を
記
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

1
国
判
－
。
免
除
領
田
制
で
あ
る
。

　
長
久
二
（
一
〇
四
一
）
年
栄
山
寺
牒
の
国
判
に
「
長
久
二
年
馬
上
帳
見
作
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
表
一
芸
引
墨
欄
、
晦
1
5
）
、
見
作
面
積
は

そ
の
年
に
作
ぢ
れ
た
馬
上
帳
に
基
づ
い
て
い
る
。
九
九
〇
年
か
ら
一
〇
七
二
年
ま
で
国
司
初
任
の
年
に
馬
上
帳
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
表
－
国
欄
）
。
本
章
で
は
馬
上
帳
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
検
田
は
馬
に
乗
っ
た
検
田
使
が
行
な
っ
た
。
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、
陸
奥
守
平
孝
義
の
郎
党
が
牧
園
の
使
と
し
て
園
に
下
り
、
　
田
に
立
っ

て
藪
田
し
て
い
る
時
に
、
泥
の
中
に
地
蔵
菩
薩
像
が
埋
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
急
い
で
馬
か
ら
降
り
て
そ
れ
を
引
き
串
さ
せ
た
と
い
う
説
話
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〈表1＞　栄山寺牒・弘福寺牒

翫1 年（西暦）月日 1寺名1 郡 i検　田帳 圖・平・！・五・

1 栄山寺 宇智
　辱　　　　o　　　　・

恂ﾚ録帳之残 ○ 　341
浴@幽　．　，　．　－　一　甲　r

…エ

’’’” 諱f∵’∵’∵’’”9…9’”∵’∵’∵¶’

2 正暦5（994）9／9 栄肉寺 宇智・十市・広瀬 除検田目録／鳳至目録團 ○ 359 8
¶　7　辱　，　甲　，　，　甲　，　辱　．　F　r圃　．　．　一

噛∵∵’圏‘’…’噛幽…’幽9’1’

3 長保4（1002）11／25 栄山寺 宇智・十市・．広瀬 墾田鶏日難除目録 ○ 474 17

甲∵”…¶’’　　　’’’”
‘　．　一　り　甲　，　一　r　r　r

4 寛弘3（1006）9／21 栄山寺 宇智・十市・広瀬 　　　　　　・�l省図丼馬上帳，見開 ○ 443 11
F－　－　．　．　一　■　　　「　「 一　．　國　P　「　－　．　」　P　幽　一　‘　幽　幽　幽　■ 甲　．　9　．　9　，　　　　　　9　P　甲　，　，　闇　闇　9　甲　，　9　噛　駒　厚　幽　，　，　9　■　髄

5 寛弘3（1006）11／20 弘福寺
高市・十市・広瀬・山辺

（田所丹勘前欠） ○ 444

一　．　一　■　，　．　▼　，　r　F　一　　國　噛　．　・　9　　，　■　9　9　■　曾　¶　．　■

甲。∵∵¶「’

6 寛弘6（1009）10／10 栄山寺 広瀬 馬上二見作 ◎ 449 12
，辱　P　一　一　甲　　．　． 9　噛　，　・　9　「　噛　．　．　．　噛　　　　　　　　　　　　　　．　．　一　甲　．　幽

@●　　　●　　　．

7 寛弘6（1009）12／20 栄山寺 宇智 馬上帳見作 ◎ 451 13
．　　P　▼　，　一　甲　，　甲　，　・　．　「

「　9　曹　　・　，　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　9　曹　　■　，　■　　　　，　，　●　曾　，

8 長和2（1013）9／10 栄山寺 宇智 （田所丹勘前司） ○ 471 16
・　．　‘　虚　r　■　■

．　「　‘　．　．　冒　■　．　一　．　甲　r　幽　一　－　－　r　囚　r　　　甲　■　一　▼　．　一　戸　幽　　　7 「　F　一　甲　甲　．　　　　　　　　，　甲　幽　一　．　一　　幽　「　一　幽　，

9 長和2（1013）11／9 弘福寺
高市・十市・広瀬・山辺
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郡司について。栄山春は正暦五年以降，宇智・十市・広瀬の三ケ郡に散在する寺領の免除を申請し
ているが，寛弘六年・長和二年は郡ごとに免除申位し，寛弘六年の広瀬選分，長和二年の十市郡・
広瀬山分は牒が失われたものと思われる。国欄の◎印は記録類によってその年の国司補任が確認で
きるもの，○印は前後の補任関係から推定できるものである。N6・7は三月四日，　M14は一〇月一
四日。翫14が翌年から四年の任期とすると翫15は初任年となる。r平』一一一一HN■八五には「八月以後臨

時拝除之吏自明年被計歴」と見える。米田雄介「栄山寺領と南家藤原氏」（贈本歴史』二三二，一
九六七年），丁丁康充編r国司補任』（続群書類従完成会）を参照した。晦21は康平元年が国司初任
年であり，免除申講が遅れたものと思われる。r平』欄はr平安遺文』の文書番号，　r五』欄はr五
条市史』下の文書番号。
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平安聴代の国の検田（佐藤）

　
　
　
　
　
　
　
③

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
説
話
は
検
閨
使
が
馬
に
乗
っ
て
田
に
立
つ
様
子
を
あ
り
あ
り
と
伝
え
て
い
る
。

　
　
a
当
時
御
任
今
年
国
検
田
使
、
臨
篇
田
頭
一
之
日
悉
以
収
公
、
付
コ
負
段
米
井
田
率
業
際
≧
雑
物
一
名
責
。

　
長
和
二
（
一
〇
一
三
）
年
、
弘
福
寺
は
国
検
温
使
が
田
頭
に
臨
む
日
に
収
嘱
し
た
と
訴
え
て
い
る
（
晦
9
a
）
。
田
頭
に
臨
む
と
い
う
表
現
は
『
今

昔
物
語
集
』
の
検
田
の
場
面
を
髪
髭
と
さ
せ
る
。
「
検
注
使
が
馬
を
乗
り
入
れ
て
丈
量
作
製
し
た
検
注
帳
の
こ
と
は
ま
た
馬
上
帳
と
も
よ
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
い
た
」
と
、
今
井
林
太
郎
氏
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
馬
上
帳
の
名
称
は
上
田
使
が
馬
に
乗
っ
て
検
廻
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
馬
上
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
検
田
使
が
主
体
と
な
っ
て
作
ら
れ
る
検
田
帳
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
国
の
馬
上
帳
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
戸
田
氏
は
保
延
元
（
…
＝
二
五
）
年
一
〇
月
日
寛
御
厨
隠
田
馬
上
帳
を
傍
証
と
し
つ
つ
、
「
椎
田
帳
の
要
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
、
見
作
田
の
所
在
・
坪
付
と
面
積
、
そ
の
う
ち
の
得
田
・
損
田
（
お
よ
び
荒
地
河
成
）
の
面
積
、
作
人
の
名
称
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
以

下
、
こ
の
見
解
を
確
認
・
補
足
・
修
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
馬
上
帳
は
郡
ご
と
に
作
ら
れ
た
。
一
〇
世
紀
末
期
に
郡
郷
制
は
改
編
さ
れ
る
。
し
か
し
検
田
使
は
旧
来
の
郡
ご
と
に
派
遣
さ
れ
、
ま
た
上
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

使
・
書
生
・
郡
司
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
検
田
所
も
旧
来
の
郡
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
。
馬
上
帳
も
旧
来
の
郡
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
栄
山
寺
は
寛
弘
六
（
一
〇
〇
九
）
年
一
〇
月
に
広
瀬
郡
、
一
二
月
に
宇
智
郡
の
寺
領
免
除
を
申
具
し
て
い
る
（
晦
6
・
7
）
。
寺
領
の
大
部
分

が
所
在
す
る
宇
智
郡
の
免
除
申
請
が
遅
れ
て
い
る
が
、
検
田
が
終
っ
た
郡
か
ら
免
除
を
申
請
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
馬
上
帳
は
栄
山
寺
牒
・
弘
福
寺
牒
の
よ
う
に
条
黒
坪
順
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
寺
領
の
免
除
審
査
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
条
里
坪
方
式
で
記
さ

れ
た
帳
簿
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
b
二
三
代
国
司
、
号
下
不
レ
寄
二
四
至
一
可
う
寄
目
条
里
噛
元
来
無
工
条
里
一
粟
山
之
中
、
水
湿
早
便
開
作
山
里
、
俄
出
営
条
里
一
号
二
古
語
塁
田
面
以
二
菅
歩
一
勘
二
益
一

　
　
二
段
「
付
二
租
税
所
執
之
地
「
箇
暴
悪
不
調
之
人
ハ
為
二
使
人
一
之
致
二
品
票
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
紀
伊
国
で
は
一
〇
世
紀
末
か
ら
＝
世
紀
初
に
か
け
て
、
条
里
の
な
い
山
中
に
開
発
し
た
水
田
を
益
乗
里
と
号
し
て
墾
田
し
て
い
る
（
b
）
。

益
嚢
子
は
実
際
の
条
里
地
割
で
は
な
く
、
帳
簿
上
の
条
里
表
示
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
水
野
章
二
氏
は
国
の
検
田
に
お
け
る
土
地
表
示
の
方
法
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⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
し
て
条
里
に
注
目
し
て
い
る
が
、
馬
上
帳
の
書
式
も
条
里
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
近
江
国
で
は
長
元
八
（
一
〇
三
五
）
年
一
〇
月
、
同
異
円
が
志
賀
郡
検
出
使
の
「
作
田
勘
益
・
雑
事
等
」
を
免
除
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

b
に
も
見
え
た
勘
益
（
田
熊
の
増
額
）
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
検
田
使
が
積
極
的
に
田
数
を
定
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
馬
上
帳
に
は
検
田

使
の
定
め
た
田
数
が
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
馬
上
帳
に
は
田
地
の
み
が
記
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
栄
山
寺
牒
に
見
え
る
馬
上
帳
に
基
づ
く
田
所
丹
勘
の
う
ち
、
「
乍
一
反
」
は
見
作
田
一

反
を
表
し
て
い
る
。
「
乍
五
反
白
」
は
見
作
畠
五
反
、
「
乍
四
段
三
百
歩
白
一
段
百
船
歩
」
は
見
作
が
四
段
三
〇
〇
歩
、
そ
の
う
ち
畠
が
一
段
一

二
〇
歩
の
こ
と
で
あ
る
。
木
村
茂
光
属
は
十
市
郡
の
寺
領
が
曾
我
川
の
自
然
堤
防
上
に
営
ま
れ
た
安
定
的
な
乗
地
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

⑭た
。
水
田
を
軸
と
し
た
表
記
で
あ
る
が
、
趨
も
馬
上
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
「
荒
」
と
い
う
丹
勘
も
あ
り
、
年
荒
・
常
葉
の
区
別

は
未
詳
で
あ
る
が
、
馬
上
帳
に
は
荒
田
も
記
さ
れ
て
い
る
。
丹
勘
に
は
、
馬
上
帳
に
見
作
の
記
載
が
見
当
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
「
不
レ
注
レ

作
」
が
多
い
。
た
だ
し
寛
仁
元
年
栄
山
寺
牒
（
α
O
N
－
）
の
「
寺
内
一
段
」
に
付
さ
れ
た
「
無
二
馬
上
注
こ
と
い
う
丹
荘
（
馬
上
帳
に
記
載
の
無
い
こ

と
を
表
す
）
に
照
す
と
、
「
不
レ
注
レ
作
」
の
坪
で
も
馬
上
帳
に
は
何
等
か
の
記
載
（
馬
上
注
）
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
荒
田
が
記
さ
れ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
木
村
氏
は
安
定
的
な
畠
地
が
馬
上
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
量
地
に
も
官
物
が
課
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
元
興
寺
三

論
供
家
領
近
江
国
璽
田
荘
の
事
例
を
検
討
す
る
。
元
興
寺
三
論
壇
家
は
永
承
七
（
「
〇
五
　
）
年
一
〇
月
と
翌
八
年
正
月
の
通
園
に
わ
た
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

愛
智
荘
の
免
除
を
申
請
し
た
。
二
回
目
は
一
回
目
で
免
除
さ
れ
な
か
っ
た
寺
領
の
追
加
免
除
を
申
請
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
回
の
免
除
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

続
で
は
、
大
和
国
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
馬
上
帳
に
よ
る
下
作
調
査
や
葉
鞘
に
よ
る
寺
田
認
定
が
行
わ
れ
た
。
二
回
目
の
坪
付
に
は
栄
山
寺

牒
・
弘
福
寺
牒
と
同
じ
く
詳
細
に
田
所
丹
勘
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
計
五
一
ヶ
坪
の
丹
勘
は
以
下
の
五
種
に
分
類
で
き
る
。

　
①
　
「
乍
四
原
大
先
免
了
」
…
…
二
〇
ケ
坪

　
②
　
「
餐
嗣
八
反
半
不
入
」
…
…
一
八
ケ
坪
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③
「
不
入
乍
ゴ
反
半
膨
出
，
一
．
，
反
］
…
…
四
ヶ
坪

　
④
「
個
コ
反
七
也
」
…
…
七
ケ
坪

　
⑤
　
「
荒
」
・
：
：
・
ニ
ケ
坪

　
ま
ず
耕
作
状
況
を
示
す
部
分
（
破
線
部
）
を
検
討
す
る
。
①
や
②
は
見
作
田
を
表
し
て
い
る
。
③
や
④
の
「
野
土
」
や
「
土
」
は
大
和
国
で
は

見
え
な
か
っ
た
が
、
「
土
」
は
畠
の
こ
と
で
、
④
は
自
作
畠
を
表
し
て
お
り
、
③
は
「
序
」
の
解
釈
が
難
し
い
が
、
坪
内
に
見
作
田
と
平
作
畠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
混
在
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
推
定
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
に
⑤
に
は
荒
田
も
見
え
る
の
で
、
馬
上
帳
の
記
載
地
目
は
大
和
国
と
同
じ
く
見

作
田
畠
・
荒
田
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
先
導
・
不
入
を
検
討
す
る
（
傍
点
都
）
。
①
の
先
聖
は
一
回
目
の
申
請
で
免
除
さ
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
②
③
の
不
入
は
、
不
入
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

先
免
と
重
な
ら
な
い
こ
と
、
栄
山
寺
牒
に
「
不
レ
入
二
先
判
こ
の
丹
勘
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
免
に
入
ら
ず
を
略
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
る
。
二
回
冒
の
免
除
で
は
合
残
田
（
一
回
目
に
免
除
さ
れ
た
坪
の
中
で
免
除
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
見
作
田
）
を
追
加
免
除
し
て
お
り
、
先
判
の
有

無
は
免
除
の
可
否
を
判
定
す
る
重
要
な
基
準
で
あ
る
。
薬
草
の
有
無
は
見
作
田
が
存
在
す
る
坪
（
①
②
③
）
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
見
作
田
の
な

い
坪
（
④
⑤
）
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
見
作
田
以
外
が
そ
も
そ
も
官
物
の
賦
課
基
準
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
多
作
畠

は
馬
上
帳
に
記
さ
れ
て
い
て
も
荒
田
と
同
様
に
官
物
の
賦
課
基
準
で
は
な
い
こ
と
を
、
国
衙
自
ら
が
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
馬
上
帳
に
は

課
税
の
有
無
に
関
係
な
く
、
坪
毎
の
耕
作
状
況
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
天
喜
二
（
一
〇
五
四
）
年
八
月
、
伊
賀
守
小
野
守
経
は
黒
田
荘
出
作
田
を
検
田
す
る
た
め
に
自
ら
入
部
し
た
が
、
黒
田
荘
工
夫
は
三
田
の
前
に

早
田
の
収
穫
を
終
え
て
い
た
。
天
喜
四
年
三
月
、
r
国
衙
が
天
喜
二
年
分
の
官
物
納
入
を
命
じ
た
こ
と
に
対
し
、
工
央
は
、
天
喜
二
年
の
検
田
の

際
に
作
田
が
損
耗
さ
せ
ら
れ
た
の
で
官
物
を
納
入
で
き
な
い
と
訴
え
た
。
こ
の
訴
え
に
対
し
て
国
衙
の
早
々
で
は
天
喜
二
年
の
名
張
郡
検
田
累

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

帳
を
調
べ
、
次
の
よ
う
に
答
申
し
た
。

　
　
c
検
二
去
芙
喜
二
年
名
張
郡
芋
田
楽
帳
足
骨
下
鞘
黒
田
杣
住
人
等
量
公
郷
内
所
レ
豊
富
没
官
一
作
田
甜
六
町
五
反
上
く
長
屋
村
十
八
丁
百
八
十
歩
、
下
津
名
張
村
五
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預

丁
五
反
小
、
簗
瀬
村
六
丁
二
反
大
、
矢
川
村
十
六
丁
穴
反
論
V
者
。
其
内
所
レ
二
二
苅
納
一
十
八
町
穴
反
百
八
十
歩
、
郡
司
則
佐
所
二
無
給
一
廿
七
町
八
反
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ζ

八
十
歩
〈
長
屋
村
十
八
丁
百
八
十
歩
、
簗
瀬
一
丁
四
反
、
矢
川
村
八
丁
四
反
〉
者
。
其
内
至
二
干
郡
司
則
佐
野
廿
七
町
八
反
百
八
十
歩
一
葦
、
乍
レ
在
二
収
公

内
州
県
レ
進
二
暗
雲
稲
川
然
而
没
官
内
也
。
疏
外
各
以
前
引
取
限
者
、
被
レ
注
コ
付
彼
作
人
名
一
節
了
。
然
蒲
有
二
事
牢
寵
一
之
間
、
依
レ
不
レ
三
二
其
官
物
ハ
今
年

准
二
三
例
噛
所
臨
徴
下
一
也
。
更
非
二
収
公
田
之
内
一
℃
研
レ
申
既
左
道
也
。
裁
許
須
レ
随
二
判
定
叩

　
検
田
前
に
刈
り
取
っ
た
作
照
は
作
人
の
名
前
を
注
し
付
け
て
い
る
。
そ
の
分
の
官
物
徴
収
を
命
じ
た
の
で
あ
り
噛
官
物
納
入
の
命
令
は
正
当

で
あ
る
と
獄
所
は
回
答
し
て
い
る
（
波
線
部
）
。
こ
の
税
所
勘
文
の
中
で
、
稲
を
刈
り
取
っ
た
個
々
の
作
人
の
名
前
と
刈
り
取
っ
た
作
田
数
と
が

と
も
に
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
検
田
累
帳
は
馬
上
帳
を
集
計
し
た
目
録
で
あ
り
（
後
述
）
、
作
田
数
・
作
人
名
は
馬
上
帳
に
基

づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
作
人
は
、
稲
を
収
穫
し
官
物
納
入
の
義
務
を
負
っ
た
耕
作
者
で
あ
る
。
戸
田
芳
実
氏
は
作
人
が
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

名
で
あ
る
と
解
釈
し
た
が
、
稲
垣
泰
彦
氏
に
よ
る
と
負
名
は
名
を
単
位
と
す
る
徴
税
の
「
請
負
人
」
で
あ
り
、
土
地
の
占
有
者
・
用
益
者
（
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

主
．
作
人
）
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
国
は
馬
上
帳
に
名
を
記
す
こ
と
に
よ
り
、
官
物
を
納
入
す
べ
き
耕
作
者
を
把
握
し
て
い
る
の
だ
。

　
長
和
二
（
一
〇
一
三
）
年
に
弘
福
寺
は
宮
田
使
が
田
頭
に
臨
む
日
に
寺
領
を
収
受
し
た
こ
と
を
訴
え
（
a
）
、
「
不
レ
論
二
作
否
一
皆
為
二
寺
田
一
之
」

と
い
う
国
判
を
得
た
（
翫
9
）
。
野
田
使
が
田
頭
に
臨
む
と
は
野
外
で
馬
上
帳
を
作
成
す
る
場
を
表
し
て
お
り
、
収
公
の
手
続
き
も
馬
上
帳
の
作

成
に
即
し
て
具
体
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
一
一
世
紀
に
お
い
て
官
物
の
賦
課
基
準
と
な
る
土
地
は
公
田
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
収
獄
と
は
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

田
と
し
て
官
物
を
収
取
す
る
こ
と
で
あ
る
。
天
喜
二
（
一
〇
五
四
）
年
七
月
二
八
日
美
濃
守
高
二
業
敏
請
文
案
に
「
不
輸
・
公
田
を
分
か
ち
難
し
」

と
見
え
る
よ
う
に
、
公
田
は
不
輸
租
田
と
対
立
し
、
課
税
の
有
無
を
問
題
と
し
て
い
る
。
含
残
公
田
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
雷
公
・
公
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
領
主
権
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
長
和
二
年
の
弘
福
寺
領
収
公
の
場
合
、
一
〇
世
紀
後
半
の
検
田
で
は
養
田
帳
に

公
田
・
乗
田
と
注
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
（
後
述
）
、
こ
の
弘
福
寺
の
申
請
に
対
す
る
国
判
が
寺
田
と
為
せ
と
命
じ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
笠

田
使
は
馬
上
帳
に
寺
照
と
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を
公
照
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
馬
上
帳
に
は
寺
田
・
公
照
の
区
別
、
一
般
化
す
れ
ば
不
輸
租
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

・
公
田
の
区
別
が
記
さ
れ
て
お
り
、
収
容
と
は
馬
上
帳
に
公
田
と
記
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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馬
上
帳
に
は
得
田
・
馬
田
・
川
成
等
も
記
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
（
後
述
）
。
し
た
が
っ
て
馬
上
帳
は
相
田
使
が
郡
ご
と
に
作
成
し
た
条

里
卑
付
方
式
に
よ
る
検
田
帳
で
あ
り
、
坪
ご
と
に
耕
作
状
況
（
見
作
田
畠
・
荒
田
・
川
成
）
と
面
積
、
見
作
田
に
つ
い
て
は
収
穫
状
況
（
得
田
・
黒
田
）

と
面
積
が
記
さ
れ
、
作
人
の
名
前
、
そ
し
て
不
輸
（
寿
田
等
）
・
公
田
の
区
別
も
記
さ
れ
て
い
た
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

平安時代の国の検田（佐藤）

①
　
岡
田
隆
央
「
栄
山
寺
領
の
形
成
過
程
」
（
井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
世
紀
『
古
代

　
史
論
叢
隔
下
、
吉
川
弘
文
館
　
一
九
七
八
年
）
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
栄
山

　
寺
上
は
黒
黒
が
多
い
。
栄
山
寺
所
蔵
原
本
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
原
本
の

　
写
真
に
よ
っ
た
。
以
下
第
一
・
二
章
で
表
1
に
掲
げ
た
史
料
に
言
及
す
る
際
は
出

　
典
と
し
て
表
の
翫
を
示
す
。
栄
山
寺
牒
・
弘
福
等
牒
は
正
確
に
言
え
ば
国
司
初
任

　
年
の
文
理
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
初
任
年
以
外
に
免
除
申
請
が
行
わ
れ

　
た
徴
証
は
晦
2
の
田
所
丹
勘
に
見
え
る
「
正
暦
三
年
」
の
国
符
以
外
に
は
な
い
。

　
初
任
年
の
国
判
は
任
中
は
有
効
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
免
除
申
請
は
初
任

　
年
に
限
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
翫
3
は
国
衙
の
田
所
で
の
審
査
が
略
ざ
れ

　
て
い
る
。

②
　
免
除
手
続
は
坂
本
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
第
一
編
第
一
章
に
詳
し
い
。

⑧
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
七
・
五
語
。
『
國
司
補
任
』
に
よ
る
と
陸
奥
守
平
孝
義
は

　
治
安
三
（
｝
○
二
三
）
年
か
ら
長
元
元
（
～
○
二
八
）
年
ま
で
見
任
で
あ
る
。

④
　
今
夏
「
馬
上
免
と
馬
上
帳
」
（
『
日
本
歴
史
』
一
五
六
、
一
九
六
一
年
）
。

⑤
検
田
の
際
に
は
検
中
使
の
ほ
か
に
郡
司
も
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
た
と

　
え
ば
承
保
二
（
一
〇
七
五
）
年
四
月
三
日
山
城
圏
常
費
寺
所
司
大
衆
霊
芝
（
『
平
安

　
遣
文
目
一
一
一
〇
。
以
下
『
平
安
遺
文
』
は
『
平
』
と
略
す
）
に
は
「
更
郡
司
井

　
国
検
田
使
等
馬
上
注
一
分
加
役
不
レ
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
馬
上
帳
の
作
成
に
検

　
田
無
と
並
ん
で
郡
司
が
見
え
て
い
る
。
し
か
し
検
照
の
主
体
は
検
照
使
で
あ
り
、

　
郡
司
は
そ
れ
を
補
佐
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
大
石
「
平
安
時
代
の
郡
・
郷
の
収

　
納
所
・
検
田
所
に
つ
い
て
」
参
照
。

⑥
『
平
』
二
三
ヨ
三
。

⑦
戸
田
「
国
衙
領
の
名
と
在
家
に
つ
い
て
」
二
四
九
頁
。
戸
田
氏
は
他
に
天
喜
四

　
年
三
月
二
七
日
伊
賀
国
黒
田
荘
工
夫
等
解
（
『
平
』
七
八
一
）
等
も
用
い
て
い
る
。

⑧
　
佐
藤
泰
弘
「
古
代
国
家
微
税
制
度
の
再
編
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
三
九
、
一
九

　
九
〇
年
）
。

⑨
　
大
石
「
平
安
時
代
の
郡
・
郷
の
収
納
所
・
検
田
所
に
つ
い
て
」
＝
二
一
頁
。
大

　
石
茂
は
慎
重
に
保
留
し
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
で
も
検
田
の
実
施
・
検
田
使
の

　
派
遺
・
検
田
所
の
設
置
は
郡
を
単
位
と
し
て
い
る
。
郡
ご
と
に
窪
田
使
が
派
遣
さ

　
れ
、
馬
上
帳
の
作
成
を
担
当
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
の
検
蘭
（
馬
上
帳
の
作

　
成
）
は
郡
を
い
く
つ
か
に
区
分
し
て
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
永
詐
二
（
九
八

　
八
）
年
一
一
月
八
日
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
…
で
は
郡
ご
と
に
派
遣
さ
れ
た
梅
田
使

　
が
郷
ご
と
に
票
田
し
て
い
る
（
『
平
』
三
三
九
）
。
一
二
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
郷

　
司
が
伊
賀
国
靹
田
荘
出
恩
田
の
検
田
枚
難
壁
を
作
成
し
（
『
平
』
三
八
一
六
）
、
「
検

　
三
男
郷
」
（
『
平
』
補
四
〇
三
）
と
見
え
る
よ
う
に
、
郷
・
郷
司
が
見
え
る
。

⑩
　
寛
弘
元
（
一
〇
〇
四
）
年
九
月
二
五
日
太
政
官
符
案
（
『
下
命
四
三
六
）
。

⑪
　
水
野
「
丹
波
国
大
肉
荘
の
現
況
調
査
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
七
六
、
一
九
八
八
年
）

　
一
三
三
頁
、
コ
ぢ
の
中
世
村
落
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
一
〇
、
一
九
八
八
年
と

　
二
五
頁
。
ま
た
金
田
章
・
裕
「
藤
野
の
条
里
プ
ラ
ン
と
荘
園
の
条
里
プ
ラ
ン
」
（
『
日

　
本
史
研
究
隔
三
三
二
、
一
九
九
〇
年
）
一
二
頁
も
参
照
。

⑫
馬
上
帳
は
条
里
坪
順
に
記
し
た
帳
簿
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
未

　
詳
で
あ
る
。
な
お
本
章
注
⑳
参
照
。

⑬
長
元
八
年
一
〇
月
八
日
僧
祈
円
解
（
『
平
』
五
四
六
）
。

⑭
木
村
「
，
中
世
成
立
期
に
お
け
る
畠
作
の
性
格
と
領
有
関
係
」
（
『
日
本
史
研
究
』
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一
八
○
、
一
九
七
七
年
）
。
木
村
氏
の
比
定
地
は
岡
田
「
栄
華
寺
領
の
形
成
過
程
」

　
に
よ
り
修
正
さ
れ
て
い
る
が
論
旨
に
は
彫
〃
麗
な
い
。

⑮
木
村
「
中
世
成
立
期
に
お
け
る
畠
作
の
性
格
と
領
有
関
係
」
二
三
頁
。
長
沢
洋

　
氏
は
一
一
世
紀
に
官
物
が
賦
課
さ
れ
た
空
地
は
水
田
が
一
晴
的
に
畠
と
し
て
営
ま

　
れ
た
特
殊
な
場
含
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、
木
村
氏
の
見
解
を
修
正
し
た
。
し
か

　
し
馬
上
帳
に
記
さ
れ
る
と
官
物
が
課
ざ
れ
る
と
い
う
理
解
は
木
村
氏
と
同
じ
で
あ

　
る
（
「
中
世
的
地
目
と
し
て
の
「
畠
」
の
成
立
」
、
『
史
学
研
究
』
一
五
二
、
一
九
八

　
一
年
）
D

⑯
永
承
七
年
一
〇
月
日
元
興
寺
三
論
供
家
領
近
江
園
陸
図
荘
坪
付
注
進
状
（
『
平
』

　
六
九
五
）
、
永
承
八
年
正
月
日
元
興
寺
三
論
供
家
領
近
江
国
愛
三
廻
坪
付
注
進
状

　
（
『
平
』
六
九
八
）
。
当
時
の
近
江
守
は
藤
原
泰
憲
で
あ
る
。
泰
憲
は
永
承
元
（
一

　
〇
四
六
）
年
春
に
補
任
さ
れ
、
永
承
四
年
＝
一
月
に
二
年
の
延
任
と
な
っ
た
の
で
、

　
永
承
七
年
春
に
六
年
の
任
を
終
え
る
予
定
と
な
る
が
、
至
愛
に
任
を
離
れ
る
の
は

　
更
に
後
の
天
喜
二
（
一
〇
五
四
）
年
春
で
あ
る
（
『
国
司
補
任
』
）
。

⑰
坂
本
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
第
一
編
第
一
章
第
二
節
。
こ
の
免
除
審
査
に

　
賢
い
ら
れ
た
馬
上
帳
は
永
承
七
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑱
坂
本
『
日
本
王
朝
国
家
体
捌
論
瞼
は
「
土
」
．
「
序
」
の
解
釈
を
保
留
し
て
い
る

　
（
六
二
頁
）
。
し
か
し
「
土
」
に
つ
い
て
は
、
康
平
三
（
一
〇
六
〇
）
年
四
月
一
二

　
日
元
興
寺
領
近
江
割
愛
智
荘
司
解
（
『
平
』
九
五
四
）
で
畠
地
子
収
取
を
問
題
と
し

　
た
な
か
に
「
土
田
地
子
」
が
見
え
る
（
木
村
判
中
世
成
立
期
に
お
け
る
畠
作
の
性

　
格
と
領
有
関
係
」
二
九
頁
も
参
照
の
こ
と
）
。
土
田
地
子
は
畠
地
子
で
あ
り
、
「
土
」

　
は
土
田
（
畠
）
を
省
略
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
序
」
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に

　
「
乍
三
反
半
序
下
土
一
反
」
の
よ
う
に
「
序
下
」
も
見
え
る
。
③
の
解
釈
と
し
て

　
は
「
見
作
三
黒
髪
の
内
に
見
掛
畠
二
反
」
も
し
く
は
「
口
兄
作
田
三
反
半
と
見
作
畠

　
一
反
」
が
考
え
ら
れ
る
が
、
断
案
は
な
い
。
「
乍
三
反
半
序
下
土
一
反
」
も
岡
様

　
の
解
釈
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑲
表
－
晦
1
3
宇
智
輔
佐
二
条
四
里
三
〇
坪
。

⑳
坂
本
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
三
二
頁
以
下
。

⑳
　
天
喜
四
年
三
月
二
七
日
伊
賀
翻
然
田
荘
工
夫
単
解
（
『
平
瓦
七
八
一
）
。
〈
　
〉

　
は
割
書
を
示
す
。

＠
　
戸
田
「
国
衙
領
の
名
と
在
家
に
つ
い
て
」
二
五
〇
頁
等
。

⑭
　
稲
垣
「
初
期
名
田
の
構
造
」
（
『
日
本
中
世
社
会
史
論
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一

　
九
八
一
年
。
発
表
一
九
穴
二
年
）
。
た
だ
し
「
請
負
人
」
と
い
う
理
解
に
つ
い
て

　
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

⑭
　
作
人
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
複
雑
な
問
題
で
あ
る
が
、
検
田
の
際
に
国

　
衙
が
把
握
し
た
作
人
は
稲
を
収
穫
し
、
官
物
を
納
入
す
べ
き
農
民
で
あ
る
と
理
解

　
し
て
大
過
な
い
と
思
う
。
ま
た
永
承
七
年
…
○
月
の
近
江
園
愛
智
荘
坪
付
注
進
状

　
（
『
平
』
六
九
五
）
に
は
、
坪
毎
に
作
人
の
名
が
墨
雷
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
人
の

　
名
前
に
つ
い
て
坂
本
氏
は
、
免
除
手
続
き
が
終
っ
た
後
に
、
寺
領
支
配
の
た
め
に

　
元
興
寺
が
記
し
た
も
の
と
考
え
た
（
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
七
七
六
二
頁
）
。
し
か

　
し
免
除
審
査
の
際
に
馬
上
帳
の
作
人
名
を
転
記
し
た
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
天
暦
五
（
九
五
一
）
年
東
大
寺
は
越
前
岡
足
羽
郡
に
「
検
量
帳
」
に
よ
っ
て

　
作
人
を
示
し
送
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
（
天
暦
五
年
一
〇
月
二
三
日
越
前
国
足

　
羽
郡
庁
牒
、
『
平
』
二
六
三
）
。
郡
衙
の
管
理
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
検
田
帳
に
よ

　
る
作
入
の
把
握
が
見
え
る
。

㊥
勝
山
清
次
氏
は
坂
本
氏
の
研
究
（
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
一
七
五
～
一
七
六

　
頁
）
を
受
け
て
、
官
物
賦
課
基
準
と
い
う
意
味
で
公
田
を
用
い
る
こ
と
（
広
義
の

　
公
田
）
が
二
枇
紀
以
降
に
展
開
す
る
と
論
じ
て
い
る
（
「
中
世
的
支
配
体
制
の
形

　
成
と
諸
階
暦
」
『
日
本
史
研
究
駈
一
六
三
、
一
九
七
六
年
。
一
一
九
頁
）
。

⑳
　
『
平
』
七
一
九
。

⑰
荘
内
の
合
残
公
田
は
官
物
を
賦
課
さ
れ
る
が
、
荘
領
で
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ

　
て
い
な
い
。
馬
上
帳
に
記
さ
れ
た
公
田
・
寺
田
は
徴
税
上
の
区
分
で
あ
る
。

⑱
　
承
保
二
（
一
〇
七
五
）
年
凶
月
三
々
山
城
測
算
皇
寺
所
司
大
衆
解
案
（
『
平
』
一

　
一
一
〇
）
に
は
「
更
郡
司
井
国
検
品
使
等
馬
上
注
一
分
加
役
不
レ
候
」
と
あ
る
。
「
加
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役
」
が
具
体
的
に
ど
の
様
な
賦
課
で
あ
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
馬
上
帳
に

　
何
等
か
の
賦
課
の
有
無
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑲
　
戸
田
氏
が
国
の
馬
上
帳
を
考
え
る
際
に
援
用
し
た
保
延
元
年
一
〇
月
日
寛
御
厨

　
検
田
馬
上
帳
は
、
あ
ら
か
じ
め
条
里
坪
を
墨
書
し
た
帳
簿
に
、
見
作
面
積
・
損
田

　
・
除
田
・
作
人
等
を
朱
書
し
て
い
る
。
国
衙
の
馬
上
帳
も
、
条
里
坪
を
記
し
た
原

　
簿
に
見
作
田
以
下
を
記
入
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
更
に
焦
心
す
れ
ば
、
こ

　
の
原
簿
に
は
一
郡
内
の
全
て
の
条
里
坪
が
順
番
に
記
入
さ
れ
て
お
り
、
馬
上
帳
の

　
作
成
と
は
一
郡
全
体
に
条
里
の
網
引
を
か
ぶ
せ
、
～
つ
「
つ
の
区
画
を
埋
め
て
行

　
く
作
業
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
憶
測
が
正
し
け
れ
ば
、
馬
上
帳
は
国
図
を
展
開

し
た
も
の
と
雷
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
条
里
の
規
制
力
や
、
馬
上
帳
に
畠
地
・

荒
田
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
説
朗
も
つ
き
や
す
い
。
富
沢
氏
は
中
世
の
検
注
取

帳
に
つ
い
て
「
取
帳
は
本
来
的
に
図
の
役
割
を
も
つ
帳
簿
で
あ
り
、
図
を
転
写
し

た
帳
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
（
「
中
世
検
注
の
特
質
」
四
頁
）
、
こ
の
指
摘
は

検
田
馬
上
帳
に
こ
そ
相
応
し
い
。
馬
上
帳
作
成
は
実
質
的
に
国
警
を
作
り
直
す
作

業
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
第
四
章
註
⑳
参
照
。
班
田
図
が
条
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ

た
こ
と
は
参
考
に
な
る
。
岸
俊
男
「
班
田
図
と
条
里
制
」
（
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研

究
臨
、
塙
書
房
、
一
九
七
三
年
。
発
表
「
九
五
九
年
）
。

第
二
章
検
田
目
録

平安聴代の国の検田（佐藤）

栄
山
寺
領
の
免
除
関
係
史
料
に
は
馬
上
帳
と
は
別
の
帳
簿
が
見
え
る
（
翫
1
．
2
．
3
）
。
正
暦
五
（
九
九
四
）
年
栄
山
寺
牒
（
翫
2
）
の
田
所
丹
勘

・
国
判
か
ら
該
当
部
分
を
示
す
。

　
　
　
　
　
「
辮
」

　
d
宇
智
郡
廿
一
町
七
反
十
歩
　
　
　
　
…
…
A

　
　
　
　
　
ミ

　
　
　
　
「
廿
」

　
　
　
作
十
町
二
段
三
百
帰
歩
　
　
　
　
…
…
B

　
　
　
　
ζ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
十
」

　
　
　
　
…
除
二
込
快
田
［
日
録
一
四
【
町
百
六
十
－
歩
：
：
：
C

　
　
　
　
不
レ
除
六
町
二
段
百
七
十
歩
　
　
…
…
D

　
　
　
荒
十
一
町
四
段
升
歩
　
　
　
　
　
…
…
E

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
見
作
二
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
十
」

　
e
判
、
件
獄
所
愁
田
口
品
目
十
町
二
段
三
百
四
十
歩
也
。
而
勘
醐
免
目
録
一
口
四
町
百
六
十
歩
二
軍
六
町
二
段
百
七
十
歩
公
験
明
白
也
。
使
郡
司
宜
三
承
知
免
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
ζ
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
除
其
責
一
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
の
史
料
に
つ
い
て
坂
本
賞
三
氏
は
「
除
検
田
目
録
」
や
「
勘
免
目
録
」
を
免
除
の
た
め
の
目
録
と
解
釈
し
た
が
、
「
除
」
や
「
勘
免
」
は
動
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詞
と
し
て
、
「
検
田
目
録
よ
り
除
く
」
、
「
目
録
よ
り
勘
免
す
」
の
よ
う
に
読
む
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
国
詞
で
は
田
所
丹
勘
の
「
除
」
を
「
勘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

免
」
と
言
い
換
え
て
お
り
、
「
勘
免
」
と
は
免
除
を
意
味
す
る
の
で
、
「
除
」
は
免
除
と
同
義
で
あ
る
。
田
所
丹
勘
で
は
B
宇
智
郡
の
見
作
田
｝

○
町
二
段
三
三
〇
歩
を
C
検
田
目
録
よ
り
除
い
た
四
町
＝
ハ
○
歩
と
D
除
い
て
い
な
い
六
町
二
段
一
七
〇
歩
に
分
け
、
国
判
で
は
目
録
よ
り
勘

免
し
た
四
町
一
六
〇
歩
の
残
り
六
町
二
段
一
七
〇
歩
を
免
除
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
本
章
で
は
飯
田
目
録
を
取
り
上
げ
る
。

　
f
検
田
之
日
錐
レ
除
二
目
録
噛
為
二
後
代
一
欲
レ
被
二
軸
免
喝
働
不
レ
論
二
荒
唐
ハ
任
二
宮
符
評
注
二
坪
付
噛
牒
送
如
レ
件
。

　
長
保
四
（
一
〇
〇
二
）
年
に
栄
山
寺
は
、
置
数
の
日
に
目
録
か
ら
除
い
た
け
れ
ど
も
、
後
代
の
た
め
に
免
除
の
請
判
を
求
め
て
牒
を
送
ヴ
た
（
M

3
f
）
。
検
田
目
録
は
俵
田
の
一
環
と
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
検
田
の
時
に
は
細
田
使
が
野
外
で
馬
上
帳
を
作
成
す
る
。
目
録
は
統

　
　
　
　
　
　
③

計
的
文
書
の
こ
と
な
の
で
、
検
田
の
一
環
と
し
て
作
成
さ
れ
る
牛
田
目
録
は
、
馬
上
帳
を
集
計
し
た
帳
簿
と
考
え
得
る
。

　
g
判
、
件
田
見
作
内
、
除
二
目
録
帳
一
之
残
四
町
五
段
、
可
レ
賜
二
免
除
符
噸

　
永
酢
二
（
九
九
〇
）
年
栄
山
寺
牒
の
血
判
は
正
暦
五
年
の
国
判
と
同
様
に
、
目
録
よ
り
除
い
た
残
り
を
免
除
し
て
い
る
（
晦
1
9
）
。
検
田
目
録
よ

り
除
い
た
叡
旨
は
既
に
免
除
さ
れ
て
お
り
、
改
め
て
免
除
を
命
じ
る
必
要
が
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
賢
愚
二
年
に
は
目
録
よ
り
除
か

れ
な
か
っ
た
四
町
五
段
が
追
加
免
除
さ
れ
た
。
正
麿
五
年
に
は
目
録
よ
り
除
く
こ
と
で
四
町
＝
ハ
○
歩
は
既
に
免
除
さ
れ
て
お
り
、
六
町
二
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

一
七
〇
歩
が
追
加
免
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
検
田
目
録
よ
り
除
く
こ
と
が
免
除
で
あ
る
な
ら
ば
、
除
か
な
い
こ
と
は
収
公
を
意
味
す
る
。
目
録
よ
り
除
く
か
否
か
に
よ
っ
て
免
除
・
収
公

が
区
別
さ
れ
る
。
こ
れ
を
田
地
に
即
し
て
言
え
ば
、
麻
田
・
定
公
田
の
区
別
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
章
で
は
馬
上
帳
に
不
輸
租
田
・

公
田
の
区
別
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
長
保
四
年
栄
山
深
浦
で
は
圏
点
よ
り
除
い
た
こ
と
が
特
に
記
さ
れ
て
い
る
（
f
）
。
ま

た
正
暦
五
年
目
免
除
審
査
に
お
い
て
馬
上
帳
は
見
作
面
積
の
調
査
に
用
い
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
追
加
免
除
す
る
田
数
は
検
田
目
録
に
よ
っ
て

　
⑤

い
る
（
d
・
e
）
。
馬
上
帳
に
記
さ
れ
た
不
輸
租
田
・
公
田
の
区
別
は
検
照
囲
録
を
作
成
す
る
段
階
で
罵
声
・
定
公
田
に
分
類
さ
れ
、
免
除
・
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

公
が
確
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
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平安時代の国の検田（佐藤）

　
免
除
を
認
定
す
る
た
め
に
は
根
拠
が
必
要
で
あ
る
。
国
衙
田
所
に
お
け
る
免
除
審
査
で
は
、
国
衙
で
保
管
す
る
国
図
や
、
荘
園
領
主
の
提
出

す
る
官
符
・
先
判
（
先
例
と
な
る
国
判
）
が
使
用
さ
れ
た
。
で
は
郡
に
下
向
し
た
骨
壷
使
は
何
を
根
拠
と
し
て
免
除
を
認
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
h
使
・
郡
司
・
書
生
等
承
知
之
、
任
二
官
符
坪
々
一
瓢
二
見
作
轡
型
可
レ
免
コ
除
其
嚢
一
二
レ
致
二
公
議
一
二
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヵ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
i
於
二
遺
荒
田
一
者
、
任
二
官
省
符
坪
付
噛
随
二
開
発
唾
同
可
二
免
除
一
之
。

　
　
　
カ
　
　
ヘ

　
一
公
験
者
是
任
二
見
作
之
数
一
毎
年
勘
合
之
例
也
。

　
長
保
四
（
一
〇
〇
二
）
年
の
大
和
回
顧
は
官
符
の
坪
付
に
よ
っ
て
免
除
す
る
こ
と
を
、
繰
り
返
し
て
検
田
使
・
郡
司
・
書
生
に
命
じ
て
い
る
（
M

3
h
）
。
寛
弘
六
（
一
〇
〇
九
）
年
の
国
判
は
見
作
田
を
免
除
し
、
遺
る
荒
田
に
つ
い
て
は
開
発
す
る
に
し
た
が
っ
て
官
省
符
の
坪
付
に
基
づ
い
て

免
除
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
（
M
6
・
7
i
）
。
ま
た
、
天
喜
三
（
一
〇
五
五
）
年
一
二
月
九
日
伊
賀
国
司
庁
宣
で
は
見
千
旦
に
し
た
が
っ
て
公
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

（
先
判
・
官
省
符
）
を
勘
合
す
る
と
言
っ
て
い
る
（
一
）
。
こ
の
よ
う
に
免
除
の
根
拠
に
は
公
験
（
官
省
符
や
先
例
と
な
る
国
判
）
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ら
れ
る
。
つ
ま
り
検
田
の
場
で
公
験
が
審
査
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
天
喜
四
（
一
〇
五
六
）
年
、
伊
賀
国
税
所
は
天
喜
二
年
名
張
郡
検
田
累
帳
を
調
べ
て
、
「
黒
田
杣
住
人
等
井
公
郷
内
」
に
没
官
し
た
作
田
が
四
六

町
五
反
あ
る
こ
と
な
ど
を
答
申
し
て
い
る
（
前
掲
。
傍
点
部
）
。
検
田
織
豊
は
他
に
見
え
な
い
が
、
田
数
の
集
計
部
分
を
持
つ
帳
簿
で
あ
り
、
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

田
に
際
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
検
田
目
録
の
異
称
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
検
田
掛
帳
で
黒
田
杣
住
人
等
（
出
作
）
と
公
郷
内
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
田
舎
が
官
物
率
法
ご
と
に
集
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
こ
で
、
天
治
三
（
＝
二
六
）
年
正
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

伊
賀
国
名
張
郡
検
田
国
録
案
を
参
照
し
よ
う
。

k
　
下
　
収
納
使
遠
村
。
町
別
官
物
刺
激
済
例
ハ
且
令
瓢
催
進
ハ
且
可
レ
造
調
進
結
節
一
町
別
棄
権
鯉
名
四
等
。
在
判

名
張
郡
司
解
申
注
進
天
治
二
年
検
田
丸
帳
事

　
合
目
録
田
参
債
弐
拾
捌
町
壱
段
栢
弐
拾
歩
…
A
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損
一
町
七
段
半

　
黒
田
庄
出
作
二
百
四
十
七
町
九
段
六
十
ト

　
　
損
珊
八
町
四
段
　
川
成
五
町
八
段
大

　
公
郷
帯
町
三
段
三
百
歩

　
　
損
五
町
八
段
半
　
川
成
七
段
大

右
件
丸
帳
注
進
如
レ
件
。

　
天

　
文
治
三
年
正
月
　
日
　
郡
司
丈
部
近
国

　
ζ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
生
散
位
源
行
俊

　
得
田
一
二
臼
六
十
六
町
五
段
六
十
歩

　
損
田
四
十
六
町
七
段
百
八
十
歩

　
川
成
十
四
町
八
段
二
百
四
十
歩

　
　
古
川
成
八
町
一
反
百
二
十
歩

　
　
今
川
成
六
町
七
段
百
二
十
歩

御
館
分
田
三
町
四
段
百
廿
歩

青
蓮
寺
保
五
町
一
段
小

黒
田
庄
田
廿
五
町
八
段
半

郷
内
二
百
八
十
五
町
五
段
三
百
歩

　
損
田
四
十
六
町
　
川
成
六
町
六
段
小

神
戸
出
作
七
町
四
段
小

こ
の
功
田
目
録
（
天
治
穏
録
）
は
、
天
治
二
年
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

国
守
源
憲
明
の
初
任
検
注
の
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

天
治
呂
調
は
大
き
く
五
つ
に
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平安時代の国の検田（佐藤）

分
か
れ
る
。
A
は
目
録
田
と
し
て
総
田
鰻
を
示
し
た
部
分
、
B
は
総
無
数
を
田
地
の
状
況
に
よ
っ
て
得
田
・
平
田
・
川
成
に
区
分
し
て
記
し
た

部
分
で
あ
る
。
C
に
記
さ
れ
た
御
館
分
田
（
在
庁
別
名
）
と
青
蓮
申
継
は
郡
郷
を
経
由
し
た
通
常
の
収
納
系
統
に
は
属
さ
ず
、
黒
田
荘
田
（
本
免
田
）

も
当
然
な
が
ら
収
納
の
対
象
で
は
な
い
。
郡
郷
の
収
納
の
上
で
は
除
田
と
し
て
扱
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
D
の
学
内
が
収
納
対
象
と
な
る
田
数

（
定
公
田
）
で
あ
り
、
E
で
は
そ
の
内
訳
が
官
物
率
法
の
違
い
に
よ
っ
て
神
戸
出
作
・
黒
田
荘
出
作
・
公
郷
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
天
治
目
録
は
一
二
世
紀
の
検
注
に
際
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
田
地
を
除
照
・
苫
田
に
分
け
、
さ
ら
に
定
田
を
官
物
率
法
の
違
い
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

分
け
る
と
い
う
基
本
的
な
書
式
は
、
一
〇
世
紀
末
・
一
一
世
紀
の
検
田
目
録
に
も
当
て
は
ま
る
と
思
う
。
E
に
見
え
る
神
戸
出
作
・
黒
田
荘
出

作
や
公
郷
は
、
天
喜
二
年
名
張
郡
検
田
沼
帳
の
「
黒
田
杣
住
人
等
＃
公
郷
内
」
と
い
う
区
別
に
等
し
い
。
ま
た
B
に
よ
り
喜
憂
・
川
成
等
も
馬

上
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
天
治
目
録
が
郡
司
解
に
よ
り
上
申
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
検
出
欝
録
も
郡
司
解
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

っ
て
上
申
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
国
の
検
出
は
帳
簿
に
即
し
て
、
馬
上
帳
の
作
成
か
ら
検
鵬
目
録
の
作
成
に
至
る
作
業
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
検
田
の
日
と
は
、
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

中
使
が
馬
上
帳
を
作
成
し
て
か
ら
、
目
録
を
作
成
す
る
ま
で
の
期
間
を
さ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
天
喜
二
年
八
月
、
伊
賀
守
小
野
守
経
は
黒
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

荘
出
作
を
検
田
す
る
た
め
に
自
ら
入
部
し
て
い
る
。
瀬
田
は
収
納
の
た
め
に
見
作
田
や
忌
日
を
調
査
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
収
穫
前
が
適
妾
で

あ
ろ
う
。
長
保
四
年
＝
月
の
栄
山
寺
牒
は
島
田
の
日
に
闘
録
よ
り
除
い
た
う
え
で
国
判
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
（
翫
4
f
）
、
目
録
の
作
成
は

そ
れ
以
前
で
あ
る
。
表
1
に
よ
る
と
栄
山
寺
・
弘
福
寺
の
免
除
申
請
は
九
月
か
ら
一
一
月
が
多
い
。
馬
上
帳
・
検
田
目
録
の
作
成
は
秋
か
ら
冬

の
初
め
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
戸
田
氏
は
毎
年
豊
田
が
行
わ
れ
る
と
考
え
た
が
、
稲
垣
氏
は
批
判
的
で
あ
り
、
村
井
氏
は
適
宜
行
わ
れ
た
と
述
べ
、
坂
本
氏
は
国
司
初
任
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

行
わ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。
諸
氏
は
馬
上
帳
・
目
録
の
作
成
を
論
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
致
を
見
て
い
な
い
。

　
1
彼
杣
（
板
蝿
杣
－
佐
藤
）
脚
公
田
、
毎
年
無
余
町
、
乍
レ
取
綴
付
馬
上
帳
《
未
レ
令
レ
申
二
官
物
弁
済
事
噂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
伊
賀
守
小
野
守
経
は
、
東
大
寺
別
当
に
宛
て
た
天
喜
四
年
＝
月
九
日
付
け
の
解
状
で
毎
年
馬
上
帳
を
作
成
す
る
と
言
い
（
－
）
、
天
喜
三
年
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一
二
月
九
日
の
国
司
言
霊
で
は
毎
年
公
験
を
審
査
し
て
免
磁
を
認
定
す
る
と
言
っ
て
い
る
（
前
掲
一
）
。
し
か
し
こ
の
発
言
は
東
大
寺
側
と
厳
し

く
対
立
し
て
い
る
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
検
田
の
原
則
を
表
明
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
毎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

年
馬
上
帳
を
作
成
し
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。
近
江
国
で
は
国
司
初
任
年
で
は
な
い
永
承
七
年
に
馬
上
帳
が
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
国
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

藤
原
泰
憲
の
任
期
が
更
に
延
長
さ
れ
た
永
承
七
年
を
初
任
年
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
大
和
国
の
場
合
、
国
司
初
任
年
に
お
け
る
馬
上
帳
・
検
田
目
録
の
作
成
を
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
は
初
任
年
に
免
除
申
請
が
あ
る
た
め
で
あ

り
、
馬
上
帳
・
目
録
の
作
成
が
初
任
年
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
寛
弘
六
年
の
評
判
（
前
掲
i
）
は
開
発
に
し
た
が
い
官
省

符
坪
付
に
任
せ
て
免
除
せ
よ
と
命
じ
て
お
り
、
次
年
度
以
降
の
避
妊
の
際
に
、
郡
で
免
除
審
査
を
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
解
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
治
暦
元
年
か
ら
三
年
に
は
温
田
使
が
下
向
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
三
年
間
馬
上
帳
は
作
成
さ
れ
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
馬
上
帳
・
目
録
は
原
則
と
し
て
は
毎
年
作
成
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
国
司
の
初
任
年
に
限
ら
れ
る
こ
と

が
多
か
・
た
の
で
は
な
か
ろ
う
⑫

48　（658）

①
坂
本
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
三
九
頁
。
以
下
、
史
料
d
・
e
の
田
数
は
改

ゴ
窟
前
の
数
値
で
論
を
進
め
る
。
な
お
e
の
「
勘
免
目
録
團
」
は
「
勘
二
免
鼠
録
帳
一
」

　
で
あ
ろ
う
か
。

②
永
承
元
（
一
〇
四
六
）
年
一
一
月
一
〇
日
筥
崎
宮
搭
院
牒
（
『
平
隔
三
二
八
）
に
は

　
「
任
二
代
々
例
一
可
二
勘
免
【
之
」
と
見
え
る
。
表
－
翫
1
8
に
は
「
速
任
二
旧
例
一
可
レ

　
被
二
堪
（
勘
）
免
一
之
状
如
レ
件
」
と
見
え
る
。
永
承
八
年
正
月
日
近
江
黒
塗
智
荘
坪

　
付
注
進
状
（
『
平
結
語
九
八
）
に
は
「
件
坪
＼
先
免
合
残
、
為
レ
令
レ
被
二
士
免
噛
注

　
進
如
レ
件
」
と
あ
る
。
富
沢
「
検
注
と
田
文
」
三
三
九
頁
で
は
「
免
税
地
と
す
る

　
（
雨
飛
）
」
と
説
関
し
て
い
る
。
な
お
保
元
三
（
一
一
五
八
）
年
五
月
七
日
山
城
国

　
司
庁
宣
案
（
『
平
日
二
九
二
一
）
の
「
国
領
使
宛
受
章
免
目
録
」
は
、
官
物
を
督
促

　
す
る
使
者
を
宛
て
る
か
官
物
を
免
除
す
る
か
の
目
録
で
あ
る
。

③
鎌
田
元
一
「
計
帳
制
度
試
論
」
（
『
史
林
隠
五
五
－
五
、
一
九
七
二
年
）
九
～
一

　
○
頁
。

④
服
部
英
雄
「
未
来
年
号
の
世
界
か
ら
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
ニ
ー
八
、
一
九
八
三

　
年
）
は
検
田
目
録
を
免
除
で
き
な
い
土
地
（
位
田
等
）
の
目
録
と
理
解
し
、
検
田

　
目
録
の
画
数
を
除
い
た
部
分
の
み
が
免
除
さ
れ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
服
部
氏
は

　
正
暦
五
年
の
縦
径
を
C
「
除
二
上
田
目
録
四
町
百
六
十
歩
一
」
、
　
D
「
不
レ
除
二
六
町

　
二
段
百
七
十
歩
こ
、
国
判
を
「
勘
コ
免
目
録
隔
除
町
百
六
十
歩
開
合
残
六
町
二
段
百

　
七
十
歩
」
と
読
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
、
検
濁
目
録
の
四
町
一
六
〇
歩
を
除
い
た
残

　
り
の
六
町
二
段
一
七
〇
歩
の
み
が
免
除
さ
れ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
丹
勘

　
・
国
鞠
の
読
み
は
本
稿
で
示
し
た
以
外
に
は
考
え
難
く
、
服
部
琉
の
検
珊
目
録
の

　
理
解
に
は
従
え
な
い
。
ま
た
検
田
目
録
か
ら
除
い
た
四
町
一
六
〇
歩
が
免
除
さ
れ

　
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
栄
山
寺
が
こ
の
田
数
を
「
十
四
町
蒼
六
十
歩
」
に
改
窟

　
し
た
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
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⑤
　
服
部
「
未
来
年
号
の
世
界
か
ら
」
五
〇
頁
に
は
正
暦
五
年
牒
の
軍
鶏
を
訂
正
し

　
た
う
え
で
坪
付
の
田
数
を
集
計
し
た
数
値
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
宇
智
郡
の
寺
領
面
積
は
二
〇
町
六
段
＝
二
〇
歩
、
見
作
は
九
町
五
段
三
〇
〇
歩
で

　
あ
り
、
袖
の
寒
害
A
「
宇
智
郡
廿
一
町
七
反
十
歩
」
・
B
「
作
十
町
二
段
三
百
珊
歩
」

　
に
近
い
。
免
除
審
査
を
具
体
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
丹
勘
の
集
計
部
分
の
う
ち
寺

　
領
面
積
と
見
作
面
積
は
坪
ご
と
の
番
数
の
積
算
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
C
「
除
二

　
墨
田
目
録
階
四
町
百
六
十
歩
」
は
検
田
目
録
に
記
さ
れ
た
隠
田
面
積
を
転
記
し
、

　
D
「
不
レ
除
六
町
二
段
百
七
十
歩
」
は
B
か
ら
C
を
引
算
し
て
記
さ
れ
た
の
だ
ろ

　
う
。
E
「
荒
十
　
町
四
段
譲
歩
」
は
A
か
ら
B
を
引
く
こ
と
で
得
た
も
の
と
思
わ

　
れ
る
。

⑥
　
国
が
春
社
等
に
給
付
す
べ
き
物
品
を
公
田
に
割
り
当
て
た
種
々
の
免
田
に
は
浮

　
免
・
定
免
が
あ
る
が
、
坪
付
を
定
め
た
定
免
田
は
馬
上
帳
に
記
さ
れ
、
検
田
目
録

　
で
は
除
臭
と
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
馬
上
帳
に
記
さ
れ
た
畠
は
検
圏
目

　
録
に
は
集
計
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑦
『
平
』
七
五
〇
。

⑧
公
験
は
馬
上
帳
を
書
き
付
け
る
時
や
、
目
銀
を
作
成
す
る
時
（
除
斥
が
確
定
さ

　
れ
る
時
）
に
審
査
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
史
料
f
の
「
検
断
の
日
に
鼠
録
よ
り
除

　
い
た
」
と
い
う
｝
節
は
、
栄
山
寺
の
使
者
が
官
符
・
先
判
を
携
え
、
検
田
使
と
交

　
渉
し
て
寿
領
の
免
除
を
獲
得
し
た
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
国
の
屯
田
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
免
除
記
田
制
・
国
図
に
つ
い
て

　
も
再
評
価
が
必
要
で
あ
る
。
免
除
領
田
綱
と
は
馬
上
帳
で
見
作
を
調
べ
、
公
験
・

　
三
図
等
で
寺
田
を
調
べ
る
作
業
、
つ
ま
り
机
上
の
再
検
田
と
欝
う
べ
き
も
の
で
あ

　
り
、
検
田
使
の
行
っ
た
検
田
の
結
果
を
国
判
に
よ
っ
て
修
正
す
る
手
続
き
で
あ
る
。

　
ま
た
国
図
は
荘
園
領
主
か
ら
免
除
申
請
が
あ
っ
た
時
に
田
所
で
参
照
さ
れ
る
が
、

　
郡
で
行
わ
れ
る
検
困
の
場
で
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
免
除
領
土
制
・
国
図
と
も
に
収
取
制
度
の
上
で
は
副
次
的
な
位
置
を
占
め
る
に
過

　
ぎ
な
い
。
梅
村
喬
「
租
細
雪
会
と
国
司
三
田
」
（
『
日
本
古
代
財
政
組
織
の
研
究
留
、

　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
参
照
。

⑨
　
累
と
い
う
字
に
は
つ
み
か
さ
ね
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
累
計
は
集
計
簿
を
意

　
黙
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
天
冠
に
関
し
て
は
更
に
検
討
し
た
い
。

⑩
税
所
が
検
出
斗
帳
に
よ
っ
て
幸
区
の
名
前
を
確
認
し
た
と
す
れ
ば
、
刈
り
取
っ

　
た
点
数
を
集
計
し
た
内
訳
に
作
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
た
か
、
も
し
く
は
、
田

　
数
集
計
の
後
に
坪
付
を
と
も
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

＠
　
公
田
官
物
率
法
は
出
作
と
公
郷
と
で
異
っ
て
い
る
。
勝
山
清
次
「
黒
田
庄
出
作

　
公
田
の
官
物
率
法
に
つ
い
て
」
（
三
重
大
学
人
文
学
部
文
化
学
科
『
研
究
紀
要
隔

　
一
、
一
九
八
四
年
）
参
照
。
な
お
長
屋
村
・
下
津
名
張
村
な
ど
村
ご
と
に
田
数
が

　
小
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
郡
の
下
位
に
あ
る
検
田
・
収
納
の
単
位

　
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑫
　
　
『
平
』
二
〇
五
八
。
こ
の
文
轡
の
外
題
は
東
大
寺
が
相
論
に
際
し
て
改
幽
し
て

　
い
る
が
（
勝
山
「
黒
田
庄
出
作
公
田
の
官
物
率
法
に
つ
い
て
」
二
七
頁
）
、
そ
れ
以

　
外
の
点
で
は
使
用
可
能
で
あ
る
。
署
判
者
に
国
使
が
見
え
な
い
こ
と
は
や
や
疑
閥

　
が
残
る
が
、
案
文
の
作
成
時
に
落
と
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
目
録
が
収

　
納
使
に
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
土
地
調
査
と
収
納
を
媒
介
し
て
お
り
興
味
深
い
。

⑬
五
味
文
彦
「
勧
進
蝿
の
系
譜
」
（
『
院
政
期
社
会
の
研
究
』
、
山
川
出
版
社
、
一

　
九
入
四
年
）
二
〇
一
～
一
　
〇
五
頁
。
天
治
賢
録
は
検
田
と
あ
る
が
初
任
検
注
の
目

　
録
で
あ
ろ
う
。
第
五
盗
読
⑰
。

⑭
疋
田
目
録
に
お
い
て
栄
山
寺
領
は
、
天
治
目
録
の
黒
田
荘
田
の
よ
う
に
、
栄
山

　
寺
田
と
記
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑮
　
郡
司
解
と
い
う
様
式
は
、
目
録
の
作
成
が
郡
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
対
応
す
る
と

　
と
も
に
、
郡
司
の
地
位
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
手
掛
り
と
な
る
。
土
地
調
査
の
結

　
果
を
郡
司
解
に
よ
っ
て
上
申
し
た
例
と
し
て
、
延
久
元
年
八
月
二
九
霞
筑
前
国
嘉

　
麻
郡
司
解
案
（
『
平
』
一
〇
三
九
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
延
久
の
荘
園
整
理
に
あ
た
っ

　
て
「
観
世
音
寺
御
領
確
井
封
田
至
心
目
録
」
を
注
進
し
た
も
の
で
、
田
数
の
集
計

　
を
示
し
た
後
、
坪
付
の
形
式
を
と
っ
て
「
乍
」
、
「
荒
」
、
「
川
成
」
の
三
項
目
で
坪
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ご
と
に
田
数
を
記
し
て
お
り
、
郡
司
。
国
使
・
府
使
が
連
署
し
て
い
る
。

⑯
検
認
目
録
は
大
和
国
の
場
合
、
表
－
翫
1
～
3
に
見
え
る
の
み
で
あ
る
が
、
輪

　
4
以
下
に
つ
い
て
も
、
馬
上
帳
と
共
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
田
所
丹
勘
に

　
検
田
目
録
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
は
、
国
司
が
申
請
さ
れ
た
見
作
田
数
全
て
を
免

　
除
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
富
沢
「
中
世
検
注
の
特
質
」
に
よ
る
と

　
申
世
の
検
注
は
目
録
を
固
め
る
こ
と
で
終
了
す
る
が
、
国
の
磐
田
も
同
様
で
あ
る

　
と
思
わ
れ
る
。

⑰
馬
上
帳
は
野
外
で
作
成
さ
れ
る
が
、
目
録
作
成
は
屋
内
と
考
え
ら
れ
る
。
収
納

　
所
が
場
を
表
わ
す
よ
う
に
（
『
平
』
二
五
四
一
）
、
検
田
所
も
組
織
の
名
称
で
あ
る

　
と
と
も
に
目
録
を
集
計
す
る
施
設
を
表
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
郡
司
の
屋
敷

　
が
検
田
所
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑱
天
喜
四
年
三
月
二
七
日
伊
賀
国
極
圏
荘
工
夫
解
（
『
平
』
七
八
じ
。

⑲
戸
田
「
国
衙
領
の
名
と
在
家
に
つ
い
て
」
、
坂
本
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
、

　
村
井
「
名
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
、
稲
垣
「
初
期
名
田
の
構
造
」
。

⑳
『
平
』
八
二
〇
。

＠
　
天
喜
二
年
は
小
野
守
経
の
初
任
年
と
考
え
ら
れ
る
。
『
国
司
補
任
』
参
照
。

＠
　
第
一
章
註
⑰
参
照
。

⑳
　
毎
年
馬
上
帳
を
作
る
場
合
、
初
任
年
の
馬
上
帳
に
基
づ
い
て
簡
略
な
も
の
が
作

　
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
天
喜
年
間
に
伊
賀
守
小
野
守
経
が
述
べ
た
原
則

　
は
初
任
年
と
二
年
度
以
降
を
区
別
し
て
は
い
な
い
。
毎
年
馬
上
娠
を
作
る
場
合
で

　
も
、
中
世
検
注
の
国
検
・
内
検
の
よ
う
な
土
地
調
査
の
性
格
の
違
い
は
な
か
っ
た

　
と
思
わ
れ
る
。
第
三
章
参
照
。
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第
三
章
負
田
検
田
帳

　
一
一
世
紀
の
基
本
的
な
収
取
単
位
は
負
田
（
名
）
で
あ
る
。
大
和
国
広
瀬
郡
大
田
犬
丸
魚
田
に
は
表
H
に
示
す
よ
う
に
二
五
通
の
帳
簿
が
残
さ

　
　
　
　
①

れ
て
い
る
。
こ
の
二
五
通
は
1
大
田
犬
丸
負
田
結
解
・
H
小
東
平
皿
田
幡
・
皿
大
田
犬
丸
回
田
検
出
帳
の
三
様
式
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

帳
簿
の
様
式
は
晦
9
を
除
き
、
東
大
寺
大
仏
供
白
米
免
田
の
設
定
に
対
応
し
て
、
白
米
免
田
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
時
期
（
1
）
↓
免
田
七
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
定
免
と
し
て
設
定
さ
れ
た
時
期
（
H
）
↓
免
田
＝
町
が
浮
免
と
し
て
設
定
さ
れ
た
時
期
（
皿
）
と
変
化
し
て
い
る
。
本
章
で
は
皿
を
取
り
上
げ

る
。

八
通
の
負
田
検
田
帳
の
う
ち
、
「
国
検
田
帳
」
と
明
記
さ
れ
た
翫
2
0
を
例
示
す
る
。

無
　
　
　
　
　
　
『
勘
合
　
書
生

へ
大
田
犬
丸
負
田

　
　
使
財
田
』
（
花
押
）

へ承
保
三
年
国
検
田
帳
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へ
　
　
　
　
　
　
へ
　
（
坪
）

十
一
条
二
野
井
里
光
一
⊥
二
百
ト

　
（
…
…
坪
付
略
…
…
）

ヘサ

@
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

十
四
i
二
段
大
　
廿
五
－
一
反
小

へ已
上
拾
弐
町
九
段
弐
値
撮
ト

へ
　
除
田
十
二
町
六
㎜
段
百
乱
ロ
ト

　
へ

　
　
へ
、

　
　
左
京
職
田
一
丁
六
段
百
廿
ト

へ
　
定
公
田
三
段
百
廿
ト

廿へ滑へ

七二l　l
百百ト　ト
ガ＼三へ

五濁1水百里ト　一・

　1
　反

東
大
寺
大
仏
供
白
米
皆
免
田
十
一
町
鮒
六
町
之
内

A

・
：
：
・
Bc

：
：
：
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
こ
れ
は
A
負
田
に
属
す
る
巌
々
の
見
作
田
を
坪
付
形
式
に
よ
っ
て
示
し
、
B
合
計
し
、
C
白
米
免
田
・
左
京
瓜
田
を
除
田
と
し
て
差
し
引
き
、

D
習
物
の
賦
課
基
準
と
な
る
公
田
面
積
を
算
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
左
京
門
田
は
蕩
々
に
「
左
京
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
白
米
免
田
は
記
さ
れ

て
お
ら
ず
、
前
者
は
定
免
、
後
者
は
浮
免
と
考
え
ら
れ
る
。
隅
田
の
ほ
と
ん
ど
は
除
田
で
あ
る
が
、
こ
の
書
式
は
負
田
検
田
帳
が
官
物
を
賦
課

す
る
た
め
の
公
田
面
積
（
定
公
田
）
を
算
定
す
る
た
め
の
帳
簿
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
検
田
帳
は
心
置
で
記
さ
れ
て
お
り
、
坪
ご

と
の
見
作
田
数
を
把
握
し
た
上
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
競
闘
帳
に
は
墨
田
使
・
書
生
が
講
成
す
る
検
田
所
が
朱
筆
で
勘
合
を
加

え
て
お
軌
、
検
田
帳
の
作
成
者
は
負
名
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
他
の
七
通
の
検
田
鶴
は
後
欠
の
翫
2
4
を
除
く
と
、
翫
1
9
・
2
1
が
晦
2
0
（
m
）
と
同
じ
書
式
で
あ
り
、
翫
2
5
は
D
を
欠
く
が
同
じ
で
あ
る
と
見
倣

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
翫
9
は
益
田
以
下
の
記
載
が
無
く
（
A
B
の
み
）
、
田
田
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
臨
2
2
・
2
3
は
翫
2
0

と
異
な
り
均
田
を
算
定
し
た
後
に
白
米
免
田
を
除
く
と
い
う
書
式
で
あ
る
が
、
白
米
免
田
が
浮
免
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
書
式
も
可
能
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
現
存
す
る
検
古
帳
の
特
徴
は
個
々
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
財
田
検
田
畑
と
い
う
書
式
が
褒
現
す
る
機
能
は
、
配
2
0
に
典

型
的
に
示
さ
れ
た
も
の
を
外
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
七
通
の
検
田
帳
も
酪
2
0
と
同
じ
く
朱
筆
で
検
田
所
の
勘
合
を
受
け
て
い
る
。
翫
1
9
51　（661）
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〈表ll＞　大田犬丸名結解・検田帳

年i西暦i様式1見作数1坪数1 除 田

639

652

674

676

686

693

697

708

725

993

997

1014

1013

ユ021

1032

1042

1053

1069

1199

1138

1工47

1159

1152

1684

1702

（後欠）

使・書生郡司

使・書生郡司

使・書生郡司

使・書生郡司

収納使

使

収納扇

使・書生

使・書生

書生

書生

書生

書生

使・郡司

使・書生

使・書生

使・書生

使・書生

使・書生

使・書生

使・轡車

懸・書生

使・書生

使・書生

21

R2

R2

R0

R1

R4

R5

Q3

43．　240

62．　180

90．　300

66．

104．　26e

92．　020

1e5．　260

54．

I
　
　
I
　
　
I
　
　
I
　
　
I
　
　
玉
　
　
正
　
　
正

1046

1047

1048

1e49

1050

1051

エ052

ユ053

1

2

3

4

5

6

7

8

永承1

　　2

　　3

永承4

　　5

　　6

　　7

天喜1

9 天喜2 1ios41　m 12s．　lso　1　37

70．　1
14．　240　1

26．　300

20．　18e

50．　180

34

34

10

10

15

15

R0

Q7

R2

26．　300

20．　18e

50．　180

40．　120

皿
沿
路

∬
H
H
H
豆
田
H
H
豆

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

0
　
0
　
（
U
　
O

9
一
　
2
　
8
　
9
日

1
　
　
1
　
　
1
　
　
1

6
　
6
　
7
　
4

ユ
　
　
一
　
　
1
　
　
1

二
二
左
左

0
　
0
　
0
　
0

内7．

白110．左ユ6．

白110．左16．

白　110．　左　17．

白110．左14．

白110．

（後欠）

白110．左23．

48

54

47

42

33

（35）

62

128．　020

129．　240

127．　300

129．　300

112．　340

（後欠）

144．　260

皿
四
二
¶
思
m
皿
贋

le75

1076

1077

1078

1095

1107

1108

10

11

12

13

14

15

16

17

18

康平7

治暦1

　　2

　　3

　　4

延久1

　　2

　　3

19

20

21

22

23

24

25

承保2

　　3

承暦1

承暦2

嘉保2

嘉承2
天仁王

＊1は後欠，13は前欠，24は二二。　　＊田積は段．歩。
＊除田のうち白米免N（白），左京回田（左），内蔵寮田（内）。

～
2
2
及
び
翫
2
4
・
2
5
は
連
年
の
も
の
が
残

さ
れ
て
お
り
、
検
田
帳
は
毎
年
作
成
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

検
田
所
の
勘
合
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。

　
負
百
里
田
帳
の
役
割
は
単
に
見
作
田
数

を
算
定
す
る
の
み
で
は
な
い
。
八
通
の
負

田
結
解
（
晦
－
～
8
）
を
参
照
し
た
い
。
結

解
は
進
未
沙
汰
（
富
物
納
入
額
の
決
済
）
の
た

め
の
帳
簿
で
、
毎
年
作
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
書
式
は
、
負
田
に
属
す
る
簿
々
の
兇
作

田
を
坪
付
形
式
に
よ
っ
て
示
し
、
合
計
し

た
後
、
所
当
官
物
の
額
を
記
し
、
弁
済
し

た
個
々
の
項
目
を
列
記
し
て
い
る
。
こ
れ

だ
け
の
内
容
が
一
筆
で
記
さ
れ
、
収
納
所

の
勘
合
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
坪
付

部
分
の
二
一
は
毎
年
変
化
し
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
年
の
見
作
田
数
に
基
づ
い
て
記

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
永
承
三
年

結
解
（
薗
3
）
に
は
永
承
四
年
一
一
月
五
日

の
返
抄
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
永
承
三
年
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平安時代の国の検田（佐藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

度
の
結
解
作
成
は
永
承
四
年
末
以
降
で
あ
る
。
結
解
は
一
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
永
承
三
年
度
の
見
作
田
数
を
記
し
た
確
実
な
資
料
が
進

未
沙
汰
の
時
ま
で
保
管
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
田
数
資
料
と
し
て
、
検
田
所
の
勘
合
を
受
け
た
公
田
検
田
帳
は
最
も
相
応
し
い
。
難

解
の
書
式
は
負
田
検
田
帳
に
所
当
総
額
・
弁
済
項
目
を
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
書
式
自
体
が
負
田
雪
田
帳
と
負
田
結
解
と
の
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。
　
一
一
世
紀
の
国
の
収
取
機
構
は
郡
・
郷
に
検
田
所
・
収
納
所
が
置
か
れ
、
検
田
・
収
納
を
分
掌
し
て
い
る
。
負
梅
醤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

照
帳
は
負
田
ご
と
の
定
公
田
数
を
算
出
す
る
と
と
も
に
、
検
田
所
と
収
納
所
を
連
絡
す
る
帳
簿
な
の
で
あ
る
。

　
結
解
が
残
さ
れ
た
永
承
元
年
か
ら
天
喜
元
年
ま
で
は
免
田
が
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
八
年
問
は
天
喜
二
年
検
田
富
（
蹴
9
）
の
よ
う
な
除
田

の
記
載
の
な
い
検
田
面
が
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
康
平
七
年
か
ら
延
久
三
年
ま
で
残
さ
れ
た
小
東
荘
検
田
帳
（
晦
1
0
～
1
8
）
は
、
大
田
犬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

丸
負
田
内
に
定
免
と
し
て
設
定
さ
れ
た
七
町
の
白
米
免
田
の
焦
々
に
つ
い
て
、
毎
年
の
見
作
田
数
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
は
白
米
免

田
七
町
を
除
田
と
記
し
た
負
田
要
田
帳
が
作
ら
れ
、
検
田
所
は
小
東
銀
緯
尊
墨
と
共
に
負
田
試
製
帳
も
勘
合
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
負
田
単
位
の
認
証
沙
汰
が
見
作
田
数
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
限
り
、
検
田
所
は
三
田
検
田
帳
を
毎
年
勘
合
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
治
暦

元
年
か
ら
三
年
の
小
束
荘
検
田
帳
（
翫
1
！
～
1
3
）
は
書
生
の
み
が
勘
合
し
て
い
る
。
墨
田
使
の
位
署
書
も
な
く
、
こ
の
三
年
間
は
検
田
使
が
郡
に

下
向
し
な
か
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
小
東
荘
検
黒
髭
と
と
も
に
作
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
負
田
畑
田
帳
も
、
こ
の
三
年
聞
は
書
生

の
み
で
勘
合
し
た
こ
と
に
な
る
。
検
翼
翼
は
毎
年
下
向
す
る
と
は
限
ら
ず
、
書
生
の
み
で
も
検
田
帳
の
勘
合
は
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
承
保
三
年
検
翠
帳
に
「
国
蟹
田
帳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
（
翫
2
0
前
掲
m
）
、
治
暦
三
年
弓
田
帳
の
袖
に
は
「
但
内
検
」
と
朱
書
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

（
α
4
N
l
）
。
　
こ
の
こ
と
か
ら
稲
垣
泰
彦
氏
は
国
検
と
内
検
の
区
別
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
中
世
検
注
で
は
国
検
と
内
検
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ

　
　
⑪

て
い
る
。
国
検
は
主
に
国
司
初
任
に
行
わ
れ
る
領
主
権
（
下
地
解
止
権
）
に
か
か
わ
る
検
注
で
あ
り
（
初
任
検
注
）
、
内
検
は
そ
れ
以
外
の
年
に
損

亡
の
調
査
な
ど
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
中
世
検
注
の
手
続
き
を
一
一
世
紀
の
国
の
検
田
に
適
用
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

「
国
検
圏
帳
」
は
「
園
の
検
田
帳
」
で
あ
り
、
国
検
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
内
検
」
と
記
さ
れ
た
治
暦
三
年
に
つ
い
て
は
、
治
暦

元
年
か
ら
三
年
ま
で
検
田
使
が
下
向
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
「
内
」
と
は
正
式
で
は
な
い
と
か
内
々
の
と
い
う
意
味
か
と
思
わ
れ
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る
が
、
こ
の
場
合
の
内
検
は
検
仲
使
が
下
向
し
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
世
検
注
で
は
内
検
の
際
に
も
検
注
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

（
内
検
使
）
が
下
向
す
る
。
一
一
世
紀
の
遠
田
で
は
中
世
検
注
の
よ
う
な
前
置
・
内
検
の
区
別
は
存
在
し
な
い
と
思
う
。

　
負
癖
館
田
帳
は
馬
上
帳
・
上
田
目
録
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
大
和
国
司
の
初
任
年
で
あ
る
永
承
五
年
に
広
瀬
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
下
向
し
た
検
閉
使
は
、
広
瀬
郡
の
馬
上
帳
・
目
録
を
作
成
す
る
一
方
で
、
大
田
犬
丸
負
田
の
検
事
帳
を
勘
合
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

馬
上
帳
・
目
録
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
官
田
・
公
田
の
区
別
に
準
拠
し
て
負
臨
検
田
帳
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
得
る
に
し
て
も
、
両
者
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
未
だ
十
分
に
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
令
制
下
の
損
田
調
査
に
由
来
し
、
中
世
の
検
注
へ
展
開
す
る
検
田
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
馬
上
帳
・
温
田
目
録
を
作
成
す
る
作
業
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
て
ば
負
田
派
遣
帳
を
勘
合
す
る
作
業
は
副
次
的
で
あ
る
。
し
か
し
豆
田
を
基
本
的
な
収
取
単
位
と
す
る
＝
世
紀
の
収

取
制
度
に
お
い
て
、
魚
田
検
田
島
を
勘
合
す
る
作
業
は
進
未
沙
汰
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
検
田
儀
・
書
生
・
郡
司
か
ら
な
る
検
田
所
が
置
か
れ

た
こ
と
は
、
検
田
使
が
不
在
で
あ
っ
て
も
検
田
地
の
勘
合
が
可
能
な
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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①
　
大
田
犬
丸
負
田
関
係
の
史
料
は
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
文
革
・
内
閣
文
事
所
蔵
文

　
書
に
つ
い
て
は
写
真
に
よ
っ
た
。
本
章
で
表
正
に
掲
げ
た
史
料
を
引
用
す
る
場
合
、

　
出
典
は
褒
の
翫
を
示
す
に
止
め
る
。

②
　
大
田
犬
丸
引
田
（
名
）
に
関
す
る
研
究
は
、
稲
垣
泰
彦
「
初
期
名
田
の
構
造
」
、

　
泉
谷
康
夫
「
平
安
末
期
の
畿
内
の
「
領
主
」
に
つ
い
て
」
（
読
史
会
編
『
国
史
論
集
』

　
一
、
一
九
五
九
年
）
、
大
石
「
平
安
時
代
の
郡
・
郷
の
収
納
所
・
検
田
所
に
つ
い

　
て
」
、
坂
上
康
俊
「
大
漁
国
大
照
犬
誘
惑
田
結
解
の
群
薄
」
（
『
南
都
仏
教
』
六
三
、

　
一
九
八
九
年
）
な
ど
。
坂
上
氏
は
晦
9
を
後
欠
の
結
解
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、

　
文
書
の
奥
に
三
行
分
の
空
白
が
あ
り
（
写
真
。
『
大
日
本
古
文
書
』
東
大
寺
文
書
之

　
五
、
四
一
五
頁
）
、
完
全
な
検
田
帳
で
あ
る
。
浮
免
・
定
免
に
つ
い
て
は
泉
谷
氏

　
の
見
解
に
従
う
。
1
の
勘
合
者
が
収
納
使
、
H
・
m
が
田
田
使
で
あ
る
こ
と
は
、

　
大
石
氏
に
従
う
。
天
喜
二
年
一
一
月
三
日
大
和
国
司
自
余
案
（
『
平
』
七
二
一
）
に

　
よ
る
と
三
六
町
の
大
仏
供
白
米
免
田
の
う
ち
六
町
が
坪
付
を
定
め
て
平
群
郡
安
田

　
荘
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
大
和
国
内
各
地
に
白
米
免
田
が
定
免
と
し
て
置

　
か
れ
、
大
田
犬
丸
負
田
に
は
小
東
荘
と
し
て
七
町
が
割
り
当
て
ら
れ
た
と
考
え
ら

　
れ
る
。
一
一
町
の
凶
暴
と
な
っ
た
時
期
は
香
菜
免
田
の
場
合
を
引
い
て
考
え
ら
れ

　
る
こ
と
が
多
い
が
、
白
米
免
田
と
香
菜
免
田
は
性
質
の
異
な
る
免
田
で
あ
り
、
浮

　
免
設
定
の
時
点
は
未
詳
で
あ
る
。

③
連
年
の
坪
付
の
田
数
が
変
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
毎
年
の
見
作
田
数
に
よ
っ

　
た
こ
と
が
わ
か
る
。

④
　
大
田
犬
丸
負
田
以
外
に
も
、
日
田
帳
は
三
通
残
さ
れ
て
い
る
。
康
和
五
年
大
和

　
国
添
上
郡
北
田
中
尊
漆
負
田
検
田
帳
（
『
平
』
一
五
三
〇
）
、
康
和
五
年
大
和
国
櫟

　
北
下
稲
吉
名
浜
田
田
田
帳
（
『
平
』
一
五
三
一
）
、
保
延
六
年
能
勢
村
今
題
名
検
田

　
帳
（
『
平
』
二
四
四
〇
）
。
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⑤
　
大
石
「
平
安
時
代
の
郡
・
郷
の
収
納
所
・
検
田
所
に
つ
い
て
」
二
二
七
百
ハ
。

⑥
大
石
「
平
安
時
代
の
郡
・
郷
の
収
納
所
・
検
田
所
に
つ
い
て
」
。

⑦
現
存
す
る
八
通
の
検
田
帳
が
実
際
に
進
未
沙
汰
に
用
い
ら
れ
た
か
は
疑
問
で
あ

　
る
。
天
喜
二
年
＝
月
に
白
米
免
田
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
白
米
免
田
を
除
圏
と

　
し
て
い
な
い
晦
9
が
そ
の
ま
ま
で
天
喜
二
年
の
進
未
沙
汰
に
用
い
ら
れ
た
と
は
考

　
え
難
い
（
天
喜
二
年
椎
田
帳
は
【
　
月
以
前
に
作
成
・
勘
合
が
終
了
し
て
い
た
こ

　
と
が
わ
か
る
）
。
　
輪
1
9
か
ら
2
5
の
七
通
は
除
田
を
除
い
た
計
数
が
僅
か
で
あ
り
、

　
特
に
恥
1
9
の
書
出
し
は
「
広
瀬
北
郷
大
田
犬
丸
負
田
　
東
大
寺
　
承
保
二
年
」
と

　
な
っ
て
い
る
。
も
し
検
量
帳
が
一
通
し
か
作
成
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
七

　
通
は
進
未
沙
汰
の
た
め
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
東
大
寺
へ
大
仏
供
白
米
を
納
入
す
る

　
た
め
の
帳
簿
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
帳
簿
の
作
成
通
数
や
東
大

　
寺
へ
の
伝
来
を
も
含
め
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑧
　
白
米
免
田
は
負
露
営
田
帳
で
は
除
岡
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
白
米
免
田
は
大
和
国

　
が
東
大
寺
に
支
弁
す
べ
き
大
仏
供
白
米
に
充
当
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の

　
間
は
定
免
で
あ
る
た
め
、
特
別
に
こ
の
よ
う
な
検
田
帳
が
作
成
ざ
れ
た
の
で
は
な

　
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
大
仏
供
白
米
を
納
入
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

　
う
。
文
書
の
伝
来
を
含
め
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
小
東
荘
検
国
難
も
検
田
所
の

　
勘
合
を
受
け
て
お
り
、
作
成
者
は
負
名
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

⑨
負
田
検
田
帳
は
検
田
所
・
収
納
所
の
設
置
と
と
も
に
一
〇
世
紀
末
期
に
成
立
す

第
四
章
検
田
の
成
立

　
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
大
和
国
の
負
田
検
田
帳
は
一
二
世
紀
初
頭
ま
で
見
え
る
が
、

　
そ
れ
以
降
は
今
後
の
検
討
を
期
し
た
い
。

⑩
稲
壌
「
初
期
名
田
の
構
造
」
六
〇
頁
。

⑪
　
細
川
亀
市
「
中
世
庄
園
の
検
注
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
照
－
七
、
一
九
三
四
年
）
、

　
富
沢
「
検
注
と
田
文
」
。

⑫
中
徴
検
注
で
は
内
検
の
際
に
も
馬
上
帳
・
目
録
が
作
成
さ
れ
る
。
検
注
が
国
検

　
（
正
検
）
・
内
検
と
し
て
明
確
に
分
化
し
て
い
る
こ
と
に
中
世
の
土
地
調
査
の
特
徴

　
を
見
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
伊
賀
国
で
「
永
久
五
年
作
田
内
検
帳
」
が
見
え
る

　
（
『
平
』
一
九
九
八
）
。
肥
前
国
で
は
内
検
所
が
見
え
る
（
『
平
』
二
〇
二
二
）
。

⑬
栄
山
寺
の
よ
う
な
宮
省
符
荘
の
荘
園
領
主
が
地
子
徴
収
を
円
滑
に
行
う
た
め
に

　
は
、
馬
上
帳
・
目
録
を
作
成
す
る
暁
に
所
領
の
免
除
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で

　
あ
る
。
一
方
、
棄
大
寺
の
白
米
免
田
は
免
田
の
官
物
が
寺
家
の
収
入
と
な
る
も
の

　
で
あ
り
、
毎
年
の
負
冊
開
田
帳
に
お
け
る
見
作
田
数
が
重
要
で
あ
る
。

⑭
表
H
に
よ
る
と
亭
亭
の
内
容
は
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
が
国
司
初
任
の
検
田
に

　
お
け
る
馬
上
帳
・
目
録
の
作
成
と
対
応
し
て
い
る
と
の
予
測
も
で
き
る
。
長
沢

　
「
中
世
的
地
目
と
し
て
の
「
畠
」
の
成
立
」
が
明
ら
か
に
し
た
「
水
田
で
あ
る
こ

　
と
が
期
待
さ
れ
る
土
地
」
（
九
頁
）
と
い
う
造
畢
の
性
格
も
馬
上
帳
・
目
録
と
負
霞

　
検
田
帳
の
関
係
を
考
え
る
際
に
参
考
に
な
る
。

検
田
が
強
化
さ
れ
る
の
は
一
〇
世
紀
後
半
で
あ
る
。
ま
ず
検
田
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
初
期
の
二
つ
の
事
例
を
検
討
し
よ
う
。

　
天
禄
四
（
九
七
三
）
年
、
丹
波
国
の
「
墨
田
収
納
使
」
が
剰
磁
・
公
田
を
「
取
る
」
と
称
し
て
、
東
寺
伝
法
供
家
領
大
山
荘
の
寺
眠
を
収
幸
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

地
子
や
臨
時
雑
役
を
徴
収
し
た
。
東
寺
伝
法
供
家
は
免
除
を
訴
え
る
に
際
し
、
墨
壷
に
免
除
の
根
拠
を
記
し
て
い
る
。
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①
②
④
⑤
の

坪
を
違
え
、

　
永
延
二
（
九
八
八
）
年
三

に
長
期
に
亘
っ
て
逗
留
し
、

や
耕
地
の
状
況
を
定
め
て
行
く
状
況
が
表
さ
れ
て
い
る

　
こ
の
両
落
は
国
司
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る
温
田
の
実
施
状
況
を
あ
る
程
度
ま
で
具
体
的
に
表
し
て
お
り
、
一

一
世
紀
の
馬
上
帳
作
成
に
共
通
す
る
手
続
き
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
丹
波
国
で
は
乗
田
・
公
田
と
い
う
二
つ
の
田
種
が
用
い
ら
れ
て

お
り
、
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
に
も
租
税
田
・
地
子
田
と
い
う
二
種
類
の
田
地
が
見
え
る
。
虎
尾
俊
哉
氏
に
よ
る
と
丹
波
国
の
乗
田
は
地
子
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
、
公
田
は
租
税
田
に
相
当
す
る
。
租
税
田
・
地
子
田
と
い
う
区
分
は
令
制
の
百
種
区
分
で
あ
る
輸
租
田
・
輸
地
子
田
を
引
き
継
い
だ
も
の
で

　
⑤

あ
る
。
一
一
世
紀
の
苗
田
で
は
公
田
が
定
め
ら
れ
、
公
田
官
物
率
法
に
も
と
づ
い
て
官
物
が
賦
課
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
租
税
田
・
地
子
田
と
い

う
区
別
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
一
〇
世
紀
後
半
の
検
田
で
は
賦
課
基
準
が
公
田
に
一
元
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
に
お
い
て
一
一
世
紀
の

検
田
と
異
な
る
。

　
　
n
一
、
請
被
下
任
二
官
符
旨
一
裁
断
島
不
レ
別
二
租
税
・
地
子
田
口
偏
軸
上
租
税
田
偏
附
記
加
徴
官
物
一
事
。

　
し
か
し
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
の
租
税
田
・
地
子
田
は
、
租
税
・
地
子
田
を
区
別
せ
ず
に
偏
に
租
税
田
に
準
じ
て
加
徴
官
物
を
賦
課
す
る
と

被
レ
注
一
棄
田
ハ
号
二
升
坪
噸

被
レ
注
篇
乗
田
ハ
本
寺
田
一
段
七
十
二
歩
外
勘
益
。

已
上
両
坪
者
以
二
四
至
内
野
地
一
講
二
国
判
一
治
開
専
田
。

被
レ
注
二
公
田
噛
載
ご
図
帳
一
寺
田
。

被
レ
澄
二
乗
田
「
載
二
官
省
符
一
寺
田
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
「
被
レ
注
」
と
い
う
表
現
は
、
豊
田
帳
が
作
ら
れ
、
そ
こ
に
乗
田
・
公
田
と
書
き
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
①
は

②
は
勘
益
し
て
い
る
。
③
④
⑤
で
は
国
判
・
図
帳
（
田
図
）
・
官
省
符
の
記
載
に
必
ず
し
も
忠
実
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
　
　
　
一
月
八
日
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
に
よ
る
と
、
国
守
藤
原
元
命
の
郎
党
等
が
苗
田
使
と
し
て
入
部
し
て
、
一
つ
の
郷

　
　
　
　
　
　
　
一
段
の
見
作
田
を
二
、
三
段
と
注
し
、
損
害
を
熟
田
と
す
る
な
ど
非
法
を
働
い
て
い
る
。
魚
田
使
が
作
田
の
面
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
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い
う
文
脈
に
見
え
る
（
n
）
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
来
は
地
子
田
が
租
税
田
よ
り
も
税
率
が
低
い
こ
と
、
地
子
田
に
対
し
て
租
税
田
と
同
様
の
賦
課

を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
租
税
田
・
地
子
照
の
区
別
が
、
租
税
田
に
一
元
化
さ
れ
る
方
向
で
、
実
質
的
に
解
消
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
〇
世
紀
後
半
を
通
じ
て
租
税
田
（
公
田
）
と
地
子
田
（
乗
田
）
の
区
別
は
租
税
田
に
収
敏
し
、
一
元
的
な
官
物
賦
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

基
準
で
あ
る
公
田
が
成
立
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
勝
山
清
次
疵
は
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
を
用
い
て
租
税
田
・
地
子
田
の
区
別
が
解
消
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
公
田
官
物
率
法
の
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

立
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
勝
山
氏
は
公
田
官
物
率
法
の
成
立
を
一
一
世
紀
中
期
に
求
め
る
が
、
諸
賦
課
が
田
率
化
す
る
な
か
で
、
一
〇
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

末
期
に
は
公
田
官
物
率
法
の
原
型
が
成
立
す
る
と
思
わ
れ
る
。
公
田
へ
の
＝
兀
化
は
公
田
官
物
率
法
の
形
成
と
並
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
検
田
上
が
強
力
に
検
田
を
行
う
よ
う
に
な
る
前
の
状
況
を
検
討
す
る
。
森
田
黒
氏
の
論
じ
る
よ
う
に
検
田
は
令
制
下
の
損
田
調
査
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
損
田
調
査
は
輸
租
田
・
輸
地
子
田
・
不
輸
租
田
と
い
う
田
種
の
変
更
を
と
も
な
う
も
の
で
は
な
い
。

輸
租
田
以
下
の
田
種
は
国
図
に
記
載
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
損
田
調
査
は
国
図
の
枠
組
み
の
中
で
行
わ
れ
、
収
納
も
国
恥
に
記
載

さ
れ
た
田
平
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
図
は
損
田
調
査
・
収
納
の
基
準
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
一
〇
世
紀
前
半
の
土
地
調
査
や
収
納
の
在
り
方
を
検
討
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
ま
ず
収
納
に
つ
い
て
、
延
喜
八
（
九
〇
八
）
年
正
月
二
五
日
播
磨
国
某
荘
別
当
薬
能
解
を
検
討
す
る
。

　
　
0
以
二
去
年
一
国
収
納
使
不
レ
軍
刀
国
事
一
く
云
天
V
、
件
御
庄
田
之
坪
≧
四
至
之
田
く
止
波
V
見
〈
乍
〉
、
件
新
開
田
等
之
国
詰
書
取
事
甚
。
因
レ
藪
於
レ
国
不
レ
被
レ

　
　
取
由
愁
申
。
然
則
不
レ
可
二
影
取
一
由
之
国
判
給
事
閉
白
也
。
而
収
納
使
遊
漁
二
判
旨
ハ
不
レ
付
二
国
難
凹
田
、
称
二
強
負
一
取
巳
了
。

　
国
の
収
納
使
が
国
里
に
記
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
新
開
田
か
ら
租
米
を
徴
収
し
た
。
そ
こ
で
某
荘
で
は
徴
収
を
止
め
る
よ
う
に
と
の
国
判

を
得
た
が
、
収
納
使
は
国
図
に
記
さ
れ
て
い
な
い
と
称
し
て
徴
収
を
強
行
し
た
（
o
）
。
こ
の
場
合
、
収
納
使
が
直
接
に
壮
図
に
依
拠
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
か
、
隠
岐
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
別
の
帳
簿
に
よ
っ
た
の
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
収
納
の
基
準
は
土
地
調
査
の
結
果
で
は
な
く
、
国

図
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
免
除
の
国
財
に
も
か
か
わ
ら
ず
収
納
使
が
徴
収
を
強
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
指
図
が
収
納
使
の
租
米
徴
収
を
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強
く
規
制
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
国
図
へ
の
登
録
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
収
納
の
方
法
は
国

図
に
依
拠
し
て
お
り
、
令
制
下
の
収
納
に
近
い
。
ま
た
こ
の
場
合
、
免
除
の
国
営
が
有
効
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
一
〇
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
受
領
専
裁
が
成
立
す
る
時
期
で
あ
る
が
、
収
納
使
は
国
図
に
基
づ
い
て
受
領
の
判
断
を
拒
否
し
て
お
り
、
国
喪
が
国
判
に
対
抗
す
る
根
拠
と

な
っ
て
い
る
。
＝
世
紀
に
は
国
司
の
免
判
が
そ
の
芸
西
は
有
効
で
、
後
代
に
は
先
判
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
比
し
、
そ
の
差
は
歴
然
と

し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
一
〇
世
紀
前
半
の
土
地
調
査
に
つ
い
て
、
見
営
使
を
取
り
上
げ
る
。
西
山
良
平
氏
に
よ
る
と
見
営
使
は
検
田
富
に
先
行
し
て
検
田
を

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

担
当
し
た
国
使
で
あ
り
、
①
延
喜
一
五
（
九
一
五
）
年
一
〇
月
二
二
日
丹
波
国
見
、
②
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
九
月
差
日
因
幡
国
高
草
郡
公
文
山
勘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

申
状
、
③
年
月
日
未
詳
唐
招
提
寺
符
案
紙
背
文
書
の
三
例
に
見
え
る
。

　
P
依
二
嵩
置
九
月
十
一
日
牒
状
ハ
令
レ
出
汁
却
在
地
郡
検
見
営
使
断
噸
即
勘
申
状
云
、
曲
論
地
之
内
、
畷
処
理
二
公
田
一
七
坪
三
百
八
歩
、
十
九
坪
四
段
七
十
二

　
　
歩
之
外
、
依
レ
員
注
瓢
寺
田
一
巳
了
。
無
レ
有
二
他
妨
つ

　
q
右
件
考
田
、
依
二
見
営
使
符
旨
噛
勘
注
所
レ
進
如
レ
件
。

　
　
r
（
前
欠
）
司
之
任
中
、
郡
司
・
見
営
使
、
或
坪
々
隈
取
□
□
図
田
、
□
微
官
物
、
負
コ
煩
臨
賭
雑
役
閃

　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
ζ
　
　
ζ
　
　
ζ

　
①
は
東
寺
伝
法
供
家
が
大
山
荘
の
新
開
田
が
寺
領
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
公
判
を
求
め
た
こ
と
に
対
す
る
返
牒
で
あ
り
、
国
衙
は
「
検
見

営
使
所
」
に
命
じ
て
図
帳
（
国
守
）
を
調
べ
、
寺
田
と
注
し
て
い
る
（
p
）
。
②
は
公
文
預
等
が
「
見
営
使
符
」
に
よ
っ
て
東
大
寺
の
寺
田
を
調
査

し
た
も
の
で
あ
る
（
q
）
。
こ
の
二
例
の
見
収
使
は
寺
領
の
調
査
に
関
わ
り
、
直
接
に
は
検
田
に
携
わ
っ
て
い
な
い
。
③
は
文
字
が
欠
け
て
い
る

が
、
益
獣
使
が
郡
司
と
と
も
に
田
地
を
注
し
取
り
、
官
物
・
臨
時
雑
役
を
課
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
、
そ
の
行
為
は
番
田
使
と
一
致
し
て

い
る
（
r
）
。

　
①
②
に
見
え
る
見
考
選
の
活
動
年
代
は
一
〇
世
紀
前
半
で
あ
る
が
、
③
は
官
物
・
臨
時
雑
役
が
併
記
さ
れ
、
別
に
「
公
事
」
と
い
う
言
葉
も

見
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
〇
世
紀
後
半
以
降
に
下
る
と
思
わ
れ
る
。
①
②
の
見
営
営
は
③
と
異
な
り
、
収
取
に
関
す
る
活
動
は
し
て
い
な
い
。
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平安時代の国の検田（佐藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
か
し
特
に
①
で
見
営
使
は
「
言
詮
を
検
ず
る
使
い
－
　
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
見
張
は
現
実
の
耕
営
を
意
味
す
る
面
作
に
通
じ
る
の
で
、
見
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
名
に
負
う
限
り
、
①
②
の
見
母
音
も
経
営
田
の
調
査
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
①
②
は
検
中
使
に
は
見
ら
れ
な
い
一
〇
世
紀
前
半
の
見
営

使
に
独
特
の
活
動
を
表
し
、
③
は
実
態
的
に
検
田
使
と
同
様
の
活
動
に
移
行
し
た
後
の
姿
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
誉
田
使
と
比
較
し
た
場
合
、
①
に
見
え
る
よ
う
に
見
営
使
が
国
図
と
関
係
す
る
こ
と
は
注
目
で
き
る
。
管
見
の
限
り
で
は
検
田
使
が

国
図
を
取
り
扱
っ
た
事
例
は
な
い
。
①
の
場
合
、
東
寺
伝
法
供
家
は
蝋
燭
を
申
請
し
た
の
み
で
あ
る
が
、
国
衙
で
は
検
見
営
使
所
に
下
し
て
国

図
の
調
査
を
命
じ
、
疋
布
使
は
国
図
に
寺
田
で
あ
る
こ
と
を
注
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国
衙
が
国
王
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

見
密
使
が
国
図
を
修
正
し
て
い
る
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
見
営
使
が
偶
然
に
国
図
の
調
査
を
担
当
し
た
の
で
は
な
く
、
見
営
使
の

職
務
が
素
図
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
一
〇
世
紀
後
半
の
古
田
で
は
、
租
税
田
・
地
子
田
の
区

別
が
、
解
消
さ
れ
つ
つ
も
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
遡
及
的
に
考
え
る
と
、
一
〇
世
紀
前
半
の
見
密
使
は
租
税
田
・
地
子
田
を
区
別
し

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
晃
営
使
は
租
税
田
等
を
区
別
す
る
基
準
と
し
て
国
図
を
用
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
見
営
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
行
う
土
地
調
査
は
、
七
輪
に
準
拠
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
令
調
下
の
悪
妻
調
査
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
一
〇
世
紀
前
半
の
状
況
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
一
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る
「
蓮
田
の
強
化
」
は
、
国
の
行
う
土
地
調
査
が
合
判
調

査
か
ら
脱
皮
す
る
過
程
、
国
図
か
ら
離
脱
す
る
過
程
と
言
い
得
る
。
こ
れ
は
単
な
る
強
化
で
は
な
く
、
検
田
の
成
立
と
言
う
べ
き
質
的
変
化
で

　
⑳

あ
る
。
検
田
所
の
成
立
を
と
も
な
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
の
過
程
は
、
国
衙
機
構
の
再
編
の
一
環
で
あ
り
、
国
司
裁
判
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
よ

う
に
受
領
専
裁
が
強
化
さ
れ
る
過
程
で
も
あ
る
の
だ
。

①
天
禄
四
年
九
月
一
日
東
寺
伝
法
供
華
牒
（
『
平
』
三
〇
七
）
。
「
蟹
田
収
納
使
」
が

　
一
つ
の
実
体
を
持
っ
た
圏
使
で
あ
る
か
、
検
田
富
・
収
納
使
を
略
し
た
も
の
で
あ

　
る
か
は
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

②
　
　
「
取
る
」
や
「
注
す
」
と
い
う
表
現
に
よ
り
馬
上
帳
が
作
ら
れ
た
と
推
測
で
き

　
る
。
中
世
で
は
検
注
す
る
こ
と
を
「
取
る
」
と
言
っ
た
が
（
大
山
喬
平
「
本
領
安

堵
地
頭
と
修
験
の
布
庭
」
、
日
本
海
史
編
纂
事
務
局
口
『
日
本
海
地
域
の
歴
史
と

文
化
』
、
文
献
出
版
、
一
九
七
九
年
。
一
六
五
頁
）
、
そ
の
淵
源
は
検
田
に
あ
る
。

　
た
だ
し
取
帳
と
い
う
呼
称
が
成
立
す
る
の
は
一
二
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、

　
そ
こ
に
中
世
検
注
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
『
平
』
喜
二
九
。
第
一
六
条
。
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④
　
虎
尾
「
律
令
時
代
の
公
田
に
つ
い
て
」
（
『
目
本
古
代
土
地
法
史
論
』
、
吉
川
弘

　
文
脳
圧
、
　
一
九
八
一
年
、
発
賛
唱
九
六
四
［
年
）
二
～
○
暫
貝
。

⑤
輸
租
田
．
輸
地
子
田
は
口
分
田
・
墾
田
・
閥
郡
司
職
田
頭
を
収
取
面
で
区
分
し

　
た
名
称
で
あ
る
が
、
一
〇
世
紀
後
半
で
は
口
分
田
等
の
区
別
は
為
さ
れ
て
お
ら
ず
、

　
単
に
租
税
田
・
地
子
照
が
注
さ
れ
て
い
る
。

⑥
藪
田
と
対
を
な
す
「
収
納
」
の
語
義
も
参
考
に
な
る
。
「
収
納
」
と
は
田
租
や
嵐

　
冒
し
た
正
税
を
収
納
す
る
と
い
う
場
合
に
使
用
さ
れ
る
雷
撃
で
あ
る
。
出
挙
利
稲

　
は
九
世
紀
末
期
か
ら
地
税
化
さ
れ
、
田
租
と
と
も
に
「
租
税
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が

　
多
い
。
徴
税
に
お
け
る
「
収
納
」
は
特
に
租
税
の
収
納
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ

　
る
。
延
喜
八
年
に
播
磨
国
で
は
国
収
納
使
が
租
米
の
徴
収
を
行
っ
て
い
る
（
『
平
』

　
一
九
八
）
。
　
こ
の
場
合
は
租
米
の
み
で
あ
る
が
、
　
一
〇
世
紀
の
収
納
使
は
田
租
・

　
正
税
を
徴
収
す
る
国
使
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
一
世
紀
に
官
物
納
入
を
担
当

　
す
る
国
使
が
収
納
使
と
し
て
「
収
納
」
を
名
に
負
う
こ
と
は
、
常
識
的
に
考
え
ら

　
れ
る
納
入
す
る
と
い
う
意
味
で
の
収
納
で
は
な
く
、
一
〇
世
紀
の
租
税
の
「
収
納
」

　
を
引
き
継
い
で
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
福
田
・
収
納
に
よ
る
官
物
収
取

　
の
手
続
は
租
税
賑
を
軸
に
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
勝
山
「
公
田
官
物
率
法
の
成
立
と
そ
の
諸
前
提
」
（
『
史
林
』
七
〇
1
二
、
一
九

　
八
七
年
）
。

⑧
　
佐
藤
「
古
代
国
家
徴
税
制
度
の
再
編
」
。

⑨
地
子
田
は
鐙
瓦
に
よ
っ
て
地
子
額
が
異
な
る
が
、
租
税
田
で
は
田
品
は
問
題
と

　
さ
れ
な
い
。
公
田
官
物
率
法
が
田
品
に
関
係
が
な
い
こ
と
は
、
租
税
田
（
公
田
）

　
へ
の
一
元
化
の
傍
証
と
な
る
。

⑩
森
田
「
古
代
検
田
に
つ
い
て
の
小
考
」
。

⑪
『
平
』
一
九
八
。
〈
〉
内
は
割
書
。
森
田
悌
「
平
安
中
期
の
門
止
」
（
『
旨
本
古

　
代
律
令
法
史
の
研
究
』
、
文
献
出
版
、
一
九
八
六
年
、
発
表
一
九
八
一
年
。
三
〇

　
九
頁
）
は
従
来
「
志
」
と
読
ま
れ
て
い
た
文
字
を
「
云
」
と
読
ん
で
い
る
。

⑫
実
際
の
収
納
に
は
、
後
述
の
見
営
使
を
考
慮
す
る
と
、
各
戸
田
の
見
巡
田
川
を

　
記
録
し
た
青
苗
簿
の
よ
う
な
帳
簿
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑬
　
富
田
正
弘
「
平
安
時
代
に
お
け
る
国
司
文
書
に
つ
い
て
」
（
京
都
府
立
総
合
資

　
料
館
『
資
料
館
紀
要
隔
四
、
一
九
七
五
年
目
。

⑭
　
西
山
「
律
令
制
社
会
の
変
容
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座
日

　
本
歴
史
』
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
｝
九
八
四
年
）
一
五
五
頁
。

⑮
　
①
は
『
平
』
二
＝
二
。
解
釈
に
つ
い
て
は
山
口
英
男
「
1
0
世
紀
の
国
郡
行
政
機

　
構
」
（
『
史
学
雑
誌
』
　
一
〇
〇
1
九
、
　
一
九
九
一
年
）
の
三
六
頁
を
参
照
。
②
は

　
『
平
』
二
五
一
。
③
は
『
唐
招
提
寺
史
料
』
第
一
。

⑯
　
西
山
「
律
令
制
社
会
の
変
容
」
一
五
五
頁
。

⑰
　
①
が
九
月
、
②
が
一
〇
月
で
あ
り
、
懸
濁
調
査
が
終
わ
っ
た
直
後
で
は
な
か
ろ

　
う
か
。

⑱
　
図
帳
（
国
腹
）
が
郡
で
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
こ

　
の
夜
曲
は
郡
の
控
か
、
も
し
く
は
見
直
使
が
携
え
て
郡
に
下
向
し
た
も
の
で
あ
ろ

　
う
か
。
な
お
、
天
暦
五
（
九
五
一
）
年
一
〇
月
二
三
日
越
前
官
足
羽
郡
庁
牒
（
『
平
』

　
二
六
三
）
は
郡
衙
が
検
佃
帳
に
よ
っ
て
作
人
を
勘
申
し
て
お
り
、
「
寛
和
二
（
九
八

　
六
）
年
十
二
月
十
九
日
出
作
検
照
注
文
」
（
天
永
元
年
一
〇
月
一
三
臼
伊
賀
国
名
張

　
郡
司
等
勘
注
状
（
『
平
』
～
七
三
九
）
所
引
）
で
は
、
「
状
云
、
名
張
郡
検
田
所
勘

　
申
東
大
寺
板
蝿
御
柚
内
条
坪
坪
田
事
／
右
、
依
二
御
牒
状
ハ
国
図
丼
馬
上
帳
鋤
注

　
如
レ
件
者
」
と
あ
り
、
郡
で
国
図
・
馬
上
帳
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。
郡
衙
は
こ
の

　
頃
は
健
在
で
あ
る
が
、
一
〇
世
紀
宋
以
降
、
急
速
に
解
体
す
る
。

⑲
馬
上
帳
の
確
爽
な
初
見
史
料
は
天
慶
五
（
九
四
二
）
年
四
月
二
五
日
東
寺
伝
法

　
供
家
牒
（
『
平
臨
二
五
三
）
の
丹
勘
に
見
え
る
「
其
年
馬
上
帳
面
注
作
之
」
で
あ
る
。

　
こ
の
「
あ
る
年
の
馬
上
帳
」
な
ど
は
塗
布
使
が
作
成
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
な

　
お
「
其
年
」
に
つ
い
て
、
赤
松
「
領
主
と
作
人
」
は
「
そ
の
年
（
承
和
＝
一
年
）

　
の
馬
上
帳
」
と
理
解
し
て
い
る
が
、
「
あ
る
年
」
と
理
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ

　
う
。
西
山
良
平
玩
の
ご
教
示
に
よ
る
）
。
八
・
九
世
紀
の
三
田
調
査
の
実
態
は
未

　
詳
で
あ
る
が
、
一
〇
世
紀
に
お
け
る
見
営
使
の
土
地
調
査
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
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に
考
え
て
い
る
。
肝
胆
使
は
郡
司
に
補
佐
さ
れ
な
が
ら
、
国
図
を
基
に
し
て
見
営

　
田
を
調
査
し
、
馬
上
帳
を
作
成
し
た
。
国
権
に
は
国
造
田
・
位
田
・
京
戸
田
・
墾

　
田
等
の
田
主
に
基
づ
く
膿
種
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
国
図
と
馬
上
帳
と
は
相
互
に

　
補
完
し
て
、
土
地
調
査
が
行
わ
れ
た
。

⑳
　
一
〇
世
紀
宋
の
国
衙
機
構
の
再
編
、
郡
衙
の
解
体
に
よ
っ
て
、
馬
上
帳
が
主
と

　
な
る
検
田
の
方
式
が
誕
生
す
る
。
こ
の
馬
上
帳
の
作
成
の
際
に
は
、
帳
簿
と
現
実

第
五
章
検
田
の
変
質

の
耕
地
と
を
対
照
さ
せ
る
た
め
に
、
郡
司
な
ど
が
図
師
と
し
て
活
動
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
ま
た
馬
上
帳
を
作
成
す
る
際
に
何
等
か
の
図
を
用
い
た
可
能
性
は

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
図
は
馬
上
帳
に
従
属
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

な
お
損
田
調
査
・
検
田
共
に
、
土
地
調
査
の
際
に
現
地
の
景
観
と
圏
図
・
帳
簿
類

と
を
対
応
さ
せ
る
方
法
（
地
割
り
、
及
び
地
表
の
目
標
圏
も
ふ
く
め
て
）
は
、
更

に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
大
和
国
で
は
一
二
世
紀
に
な
る
と
、
国
司
初
任
に
お
い
て
も
検
字
と
し
て
馬
上
帳
・
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
は
確
認
で
き
ず
、
坂
本
賞
三
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
論
じ
た
よ
う
に
、
替
っ
て
検
注
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
保
延
元
（
一
＝
二
五
）
年
に
企
図
さ
れ
た
検
注
は
実
施
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
知
行
国
主
と
な
っ
た
藤
原
忠
通
は
、
天
養
元
（
＝
四
四
）
年
春
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

除
目
で
源
清
忠
を
国
守
と
し
、
検
注
を
行
っ
た
。
天
養
検
注
は
久
々
に
行
わ
れ
る
一
国
的
な
土
地
調
査
で
あ
り
、
大
和
国
で
実
施
さ
れ
た
最
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
初
任
検
注
（
国
検
）
で
あ
っ
た
。
天
養
検
注
は
国
司
の
補
任
を
契
機
と
し
て
行
わ
れ
、
郡
ご
と
に
馬
上
帳
が
作
成
さ
れ
る
な
ど
、
国
司
初
任
の

検
田
を
引
き
継
い
で
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
検
注
の
目
的
・
内
容
は
検
田
と
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
三
月
宋
、
東
大
寺
大
衆
は
国
の
検
注
に
備
え
る
た
め
に
小
束
野
の
検
注
を
計
画
し
て
お
り
、
国
検
の
実
施
は
三
月
ま
で
に
は
広
く
知
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
た
の
だ
ろ
う
。
五
月
一
七
B
に
は
細
謹
に
検
注
使
の
沙
汰
が
行
わ
れ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
後
程
な
く
小
束
荘
は
国
の
検
注
を
受
け
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
に
問
題
が
発
生
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畢

　
　
S
件
白
米
免
田
坪
付
注
進
先
導
。
但
可
レ
被
レ
検
コ
注
国
中
田
数
一
之
由
、
依
レ
有
二
其
聞
噛
先
日
世
情
国
司
之
奴
納
帳
画
所
レ
注
割
進
也
当
時
致
二
白
米
之
勤
一
坪
≧
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臨
ζ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

　
　
也
。
…
…
而
当
郡
御
使
不
相
待
寺
僧
、
以
二
他
所
扇
使
図
師
等
一
難
コ
入
庄
内
ハ
注
コ
載
敷
地
畠
等
ハ
或
注
言
入
他
領
ハ
或
可
レ
為
二
国
領
一
之
由
、
所
二
注
載
一
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
ヒ
　
　
ζ
　
　
ヒ
　
　
ζ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
　
　
ζ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ζ
　
　
ヒ
　
　
　
こ
　
　
ζ
　
　
ξ
　
　
　
　
　
ξ
　
　
ξ
　
　
　
　
ζ
　
　
　
　
ヒ
　
　
こ
　
　
　
　
ヒ
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
ヒ
　
　
ζ
　
　
　
ζ

　
東
大
寺
は
国
恥
に
先
立
っ
て
白
米
免
田
の
愈
々
を
国
に
注
進
し
た
が
、
当
郡
御
使
（
検
注
使
）
は
東
大
寺
の
使
者
に
会
う
こ
と
な
く
、
田
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
ら
ず
畠
も
検
注
し
、
他
領
に
注
し
入
れ
た
り
国
領
で
あ
る
と
注
し
載
せ
た
り
し
た
（
s
）
。
そ
こ
で
六
月
、
東
大
寺
は
寺
領
を
回
復
す
る
た
め
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⑦

に
小
東
荘
の
坪
付
を
作
り
、
検
注
使
が
広
瀬
郡
内
を
限
っ
て
馬
上
帳
と
勘
合
し
、
寺
領
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
天
養
検
注
は
小
束
荘
の
歴
史
の
上
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
平
安
末
期
と
思
わ
れ
る
東
大
寺
三
綱
解
状
案
に
よ
る
と
、
天
養
坪
付
は

「
在
地
立
券
」
と
呼
ば
れ
領
主
作
人
が
連
判
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
に
「
負
事
作
人
注
文
」
と
「
負
篤
く
寄
」
が
作
成
さ
れ
た
。
負
名
名
寄

に
は
本
免
の
外
に
「
加
納
余
田
家
地
作
畠
等
」
の
所
当
を
勤
め
る
旨
が
記
さ
れ
、
領
主
・
作
人
が
連
判
し
て
い
る
。
小
束
荘
は
大
黒
犬
丸
負
田

の
官
物
を
大
仏
供
白
米
に
宛
て
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
、
東
大
寺
が
小
束
荘
に
及
ぼ
す
権
限
は
本
来
は
免
田
か
ら
の
官
物
微
収
に
限
定
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
天
養
検
注
の
意
義
は
、
本
免
田
以
外
の
「
加
納
余
田
家
地
作
思
掛
」
を
東
大
寺
領
と
認
定
し
、
領
主
権
を
設
定
し
た
こ

　
　
　
⑨

と
に
あ
る
。

　
天
養
検
注
で
は
陰
地
も
検
注
さ
れ
、
菓
大
寺
は
特
に
畠
地
を
問
題
に
し
て
い
る
。
醜
男
は
一
一
世
紀
の
検
田
で
も
馬
上
帳
に
記
載
さ
れ
て
い

た
の
で
、
単
に
畠
地
が
馬
上
帳
に
記
さ
れ
た
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
一
一
世
紀
の
検
田
で
は
馬
上
帳
に
不
輸
・
公
閉
の
区
別
が
記
さ
れ

た
が
、
領
主
権
（
寺
領
．
国
領
）
の
問
題
は
潜
在
し
て
い
た
。
し
か
し
天
養
検
注
で
は
領
主
権
の
区
別
が
馬
上
帳
に
記
さ
れ
た
た
め
に
、
つ
ま
り

領
主
権
が
確
定
さ
れ
た
た
め
に
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
免
田
の
み
を
注
進
し
た
東
大
寺
の
対
応
の
不
備
に
よ
り
、
検
注
の
特
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
畠
地
の
問
題
と
し
て
顕
著
に
現
れ
た
も
の
と
思
う
。

　
一
一
世
紀
後
半
に
な
る
と
国
の
土
地
調
査
に
お
い
て
検
注
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
始
め
る
。
そ
の
初
見
は
延
久
元
（
～
〇
六
九
）
年
の
荘
園

　
　
　
　
⑪

整
理
で
あ
る
。
東
大
寺
領
美
濃
国
茜
部
荘
で
は
桑
畠
が
国
領
と
さ
れ
、
そ
れ
を
寺
領
に
回
復
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
大
和
国
の
天
養
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

注
で
見
え
た
黒
地
を
め
ぐ
る
領
主
権
の
設
定
が
既
に
見
え
て
い
る
。
国
司
初
任
に
荘
園
整
理
を
行
う
こ
と
は
一
一
世
紀
前
半
か
ら
見
え
る
が
、

荘
園
整
理
の
際
に
土
地
調
査
を
行
な
い
田
畠
の
領
主
権
を
調
査
・
確
定
す
る
こ
と
は
、
延
久
以
前
で
は
確
認
で
き
な
い
。
延
久
以
前
の
荘
園
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

理
で
は
、
膀
示
を
抜
く
な
ど
し
て
、
国
務
の
妨
げ
と
な
る
荘
園
を
即
座
に
停
廃
し
た
の
だ
ろ
う
。
土
地
調
査
を
行
っ
て
領
主
権
と
そ
の
及
ぶ
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

囲
・
面
積
を
確
定
す
る
作
業
は
、
延
久
よ
り
始
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

　
初
任
検
注
（
国
検
）
は
、
延
久
の
荘
園
整
理
で
示
さ
れ
た
、
領
主
権
の
帰
属
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
土
地
調
査
の
目
的
が
、
初
任
の
梓
橋
に
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晶
晶
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
初
任
検
注
で
は
領
主
権
の
調
査
が
行
わ
れ
、
国
領
・
寺
領
等
の
区
別
が
定
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
＝

世
紀
の
町
田
と
異
な
る
一
二
世
紀
の
検
注
の
特
徴
で
あ
る
。
国
の
土
地
調
査
を
表
現
す
る
言
葉
が
苗
田
か
ら
検
注
へ
と
変
る
こ
と
は
、
単
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

呼
称
の
変
化
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
内
実
の
変
化
を
と
も
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
大
和
国
で
は
天
養
元
年
が
最
初
の
初
任
検
注
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
、
伊
賀
国
で
も
永
久
元
（
＝
一
三
）
年
に
初
任
検
注
が
行
わ
れ
て
い
る
。
＝
一
世
紀
に
は
い
る
と
諸
国
で
、
初
任
の
豆
田
か
ら
初
任
検
注
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
、
土
地
調
査
の
性
格
が
変
化
し
て
行
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
天
養
検
注
で
「
公
田
注
文
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
任
検
注
で
も
官
物
の
賦
課
基
準
と
な
る
公
田
数
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

点
で
一
一
世
紀
の
検
田
の
目
的
は
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
官
物
を
収
納
す
る
た
め
に
公
田
数
の
確
定
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
田
数
を
定
め
る

に
際
し
て
は
新
し
い
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
利
田
だ
。
利
田
は
田
数
の
霞
割
か
を
控
除
し
、
官
物
率
法
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

果
と
し
て
官
物
を
減
額
す
る
措
置
で
あ
る
。
利
田
を
行
っ
た
事
例
は
国
司
初
任
や
内
検
の
時
な
ど
で
あ
り
、
＝
世
紀
末
か
ら
一
二
世
紀
後
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
か
け
て
、
全
国
的
に
分
布
し
て
い
る
。
初
任
検
注
に
お
け
る
利
田
と
し
て
、
伊
賀
と
因
幡
の
事
例
を
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
伊
賀
国
は
知
行
国
主
藤
原
忠
通
の
下
で
、
藤
原
信
経
が
天
養
元
（
＝
四
四
）
年
か
ら
仁
平
二
（
＝
五
二
）
年
ま
で
国
守
を
務
め
た
。
こ
の
間
、

東
大
寺
の
荘
民
が
出
作
し
、
等
領
荘
園
の
加
納
と
な
っ
て
い
る
公
田
（
出
作
公
田
．
加
納
公
田
）
の
官
物
未
進
を
め
ぐ
っ
て
相
論
が
起
こ
り
、
久
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

五
（
＝
四
九
）
年
五
月
六
日
に
伊
賀
国
三
代
中
原
利
宗
と
東
大
寺
僧
覚
仁
と
の
問
注
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
官
物
の
未
進
額
に
関
し
て
加
納

公
田
の
田
数
が
問
題
と
さ
れ
た
。

七
（
利
宗
）
可
レ
有
二
検
注
一
之
田
、
申
コ
下
宣
旨
一
之
時
ハ
、
寄
こ
事
於
左
右
ハ
干
レ
今
不
レ
遂
一
一
其
沙
汰
叩
悪
者
、
出
任
二
寺
家
請
文
ハ
定
二
田
数
一
テ
、
官
物
率
法

　
ヲ
所
二
徴
下
一
也
。

　
（
覚
仁
）
当
御
任
二
宗
広
沙
汰
之
時
、
或
行
二
検
田
一
或
行
二
利
田
噛
定
二
田
数
一
畢
。

　
（
利
宗
）
当
任
之
始
、
宗
広
検
訓
注
国
内
一
之
日
、
東
大
寺
庄
、
寄
二
事
於
左
右
ハ
不
レ
令
レ
遂
二
検
注
喝
経
ご
五
箇
年
一
之
後
、
今
申
二
此
由
小
越
レ
無
二
証
拠
閃

　
錐
レ
繊
二
利
田
請
文
h
又
以
不
レ
弁
二
其
所
当
一
ス
。
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覚
仁
は
検
田
や
利
田
を
行
っ
て
田
数
を
定
め
た
と
言
っ
て
お
り
、
田
無
を
定
め
る
方
法
と
し
て
、
海
田
と
並
ん
で
利
田
が
見
え
る
。
利
宗
は
、

東
大
寺
側
は
初
任
検
注
を
受
け
な
か
っ
た
が
、
利
田
請
文
（
寺
家
請
文
）
を
出
し
た
の
で
、
国
衙
で
は
請
文
に
し
た
が
っ
て
田
数
を
定
め
、
官
物

の
納
入
を
命
じ
た
が
、
寺
側
は
請
文
を
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
官
物
を
納
入
し
な
い
、
と
訴
え
て
い
る
。
国
守
信
経
の
初
任
検
注
で
は
実
際

に
土
地
調
査
を
行
う
の
で
は
な
く
、
国
が
利
田
を
行
い
、
菓
大
寺
側
が
利
田
難
文
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
加
納
公
田
（
出
作
公
田
）
の
田
数
が
定

め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
利
田
請
文
（
寺
家
請
文
）
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
差
出
所
は
東
大
寺
で
は
な
く
、
「
東
大
寺
庄
」
つ
ま
り
東
大
寺
領
黒
田
荘
で
あ
り
、

そ
れ
は
黒
田
荘
の
荘
官
の
手
で
作
成
さ
れ
た
と
推
測
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
利
田
請
文
は
荘
園
が
加
納
（
出
作
）
公
照
の
年
数
を
記
し
て
国

衙
に
提
出
し
た
請
文
で
あ
り
、
荘
園
が
加
納
公
田
の
官
物
納
入
を
国
衙
に
約
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
因
幡
国
の
事
例
を
検
討
す
る
。
平
時
範
は
因
幡
守
に
補
任
さ
れ
、
康
和
元
（
一
〇
九
九
）
年
春
、
任
国
に
下
っ
た
。
以
下
の
『
時
範
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

の
記
事
は
国
司
初
任
時
の
利
田
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
u
（
三
月
二
日
）
諸
郡
司
等
出
一
二
把
半
利
田
請
文
噂

　
　
　
（
三
月
三
日
）
未
剋
詣
二
宇
倍
宮
噸
奉
幣
、
令
レ
読
二
告
文
叩
件
文
載
二
利
田
起
請
之
趣
閃

　
着
任
し
た
時
範
に
対
し
、
三
月
二
日
に
諸
郡
司
等
が
一
把
半
利
田
請
文
を
出
し
て
い
る
。
翌
三
日
に
皆
具
は
宇
倍
宮
（
因
幡
国
一
宮
）
に
詣
で

て
奉
幣
し
、
利
田
起
請
の
趣
を
載
せ
た
告
文
を
読
ま
せ
て
い
る
。
利
田
請
文
を
出
す
の
が
郡
司
等
で
あ
り
、
一
宮
で
利
田
起
請
を
行
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
⑳

の
が
国
守
で
あ
る
点
に
注
意
し
た
い
。
郡
司
等
の
利
田
請
文
に
応
じ
る
か
た
ち
で
国
守
時
範
が
二
把
半
利
田
」
一
田
地
の
一
割
五
分
の
控
除

一
を
行
う
こ
と
を
一
宮
で
神
に
誓
っ
た
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
『
時
範
記
』
に
は
検
注
を
行
っ
た
こ
と
や
荘
園
の
提
出
す
る
利
田
請
文
は
見
え
な
い
が
、
伊
賀
国
の
事
例
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
利
田
請

文
の
提
出
は
初
任
検
注
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
加
納
公
田
を
持
っ
た
荘
園
か
ら
も
利
田
請
文
が
提
出
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
利
田
は
、
郡
司
・
荘
園
が
利
田
請
文
を
出
し
、
国
司
が
起
請
す
る
と
い
う
、
一
連
の
手
続
き
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
司
は
、
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忌
数
の
何
割
か
を
控
除
す
る
と
い
う
恩
恵
的
な
勧
農
政
策
を
施
す
こ
と
で
、
残
る
田
数
分
の
官
物
収
取
を
確
保
す
る
。
一
方
、
郡
司
・
荘
園
は
、

利
田
請
文
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
減
額
さ
れ
た
官
物
納
入
の
責
務
を
引
き
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
手
続
き
は
国
司
と
郡
司
・
荘
園
と
の
合
意

形
成
の
儀
礼
で
あ
る
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
実
検
（
実
際
の
土
地
調
査
）
も
行
わ
れ
た
が
、
利
照
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
利
田
は
収
取
制
度
を
め
ぐ
る
国
司
と
郡
司
・
荘

園
と
の
関
係
が
し
だ
い
に
成
熟
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
国
司
が
強
力
に
職
漁
し
収
納
す
る
時
代
は
過
ぎ
去
り
、
国
司
と
郡
司
・

荘
園
が
一
定
の
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
収
取
が
実
現
さ
れ
る
時
代
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
郡
司
・
荘
園
は
国
衙
行
政

の
上
で
の
位
置
付
け
を
徐
々
に
変
え
て
行
く
の
だ
。

　
国
領
・
荘
園
を
確
定
す
る
た
め
に
検
注
が
行
わ
れ
、
公
田
官
物
の
納
入
を
図
る
た
め
に
郡
司
・
荘
園
か
ら
利
田
請
文
が
提
出
さ
れ
る
。
郡
司

は
一
方
で
在
庁
官
人
で
あ
り
、
国
領
は
在
庁
官
人
の
給
与
1
1
所
領
形
態
と
し
て
別
名
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。
荘
園
は
国
衙
行
政
の
上
で
明
確
な

位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
検
注
と
利
田
と
は
通
着
す
る
。
こ
の
よ
う
な
収
取
制
度
に
お
け
る
変
化
が
他
の
多
く
の
要
因
と
関
わ
り
な
が
ら
、

荘
園
公
領
制
と
言
わ
れ
て
い
る
中
世
の
統
治
・
徴
税
の
仕
組
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

①
坂
本
『
日
本
董
朝
闘
家
体
制
論
』
、
三
二
六
頁
。

②
稲
垣
「
東
大
寺
領
小
東
庄
の
構
成
」
（
『
日
本
中
世
社
会
史
論
』
、
発
表
㎝
九
六

　
七
年
）
八
六
頁
。
五
味
文
彦
「
院
政
期
の
東
大
寺
文
書
」
（
『
院
政
期
社
会
の
研
究
』
、

　
発
表
一
九
八
一
年
）
二
二
八
頁
。

③
　
東
大
寺
領
大
和
国
広
瀬
北
郷
小
東
荘
の
坪
付
が
、
広
瀬
郡
内
を
限
っ
て
、
一
人

　
の
検
注
使
に
よ
っ
て
馬
上
帳
と
勘
合
さ
れ
て
い
る
（
註
⑦
参
照
）
。
ま
た
管
領
取
帳

　
・
公
田
注
文
も
見
え
る
（
註
⑱
参
照
）
。

④
　
鼻
口
二
入
日
義
豪
書
状
（
『
平
』
二
五
二
七
）
。
四
月
一
日
に
は
西
羽
鳥
荘
の
太
・

　
免
・
噺
免
の
坪
付
が
作
成
さ
れ
て
い
る
（
『
平
』
二
五
二
八
）
。

⑤
　
五
月
一
七
日
義
軍
書
状
（
『
平
恥
二
五
二
九
）
。

⑥
　
天
養
元
年
六
月
日
東
大
寺
解
奉
拝
（
『
平
』
二
五
三
〇
）
。
「
注
入
」
や
「
注
載
」

　
と
い
う
表
現
は
、
検
注
使
が
馬
上
帳
に
他
領
・
国
領
等
と
書
き
付
け
た
こ
と
を
表

　
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑦
天
養
元
年
六
月
日
東
大
寺
立
大
和
国
小
束
荘
坪
付
案
に
つ
い
て
は
、
藤
本
孝
一

　
「
東
洋
文
庫
所
蔵
『
原
無
題
隠
文
書
に
つ
い
て
（
出
遣
）
」
（
『
古
代
文
化
隔
三
〇
一

　
一
二
、
　
一
九
七
入
年
）
、
及
び
『
平
』
二
五
一
二
一
。
五
味
氏
は
こ
の
坪
付
の
袖
に

　
「
保
一
7
5
三
年
十
一
一
月
十
六
日
勘
録
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
坪
付
の
勘

　
合
は
保
元
三
年
検
注
の
時
と
解
釈
し
て
い
る
（
「
院
政
期
の
東
大
寺
文
書
」
二
四
四

　
頁
）
。
し
か
し
こ
の
袖
書
は
、
天
養
元
年
に
検
注
使
が
勘
合
し
た
坪
付
を
、
保
元

　
三
年
に
勘
録
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑧
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
（
一
一
一
九
－
一
）
。
『
平
安
遣
文
』
未
収
。
京
都
大
学
所

　
蔵
影
写
本
に
よ
る
。
稲
垣
『
日
本
中
世
社
会
史
論
恥
九
〇
頁
に
部
分
的
な
釈
文
が
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揖
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑨
駐
③
の
解
状
に
は
天
養
以
前
に
小
束
荘
本
免
＝
町
の
外
の
加
納
田
畠
が
寺
領

　
と
さ
れ
て
い
た
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
平
治
の
検
注
に
際
し
て
は
国
郡
立
券
状
が

　
作
成
さ
れ
、
領
主
作
人
の
連
判
請
文
が
作
ら
れ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か

　
し
、
天
養
検
注
が
東
大
寺
の
荘
園
支
配
の
画
期
と
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
平
治
元
年
閏
五
月
日
東
大
寺
公
文
所
下
文
土
代
（
『
平
』
二
九
八
五
）
に
は
「
去
天

　
養
年
中
、
国
使
検
注
之
刻
、
任
二
選
（
庄
領
）
偽
判
ハ
可
レ
令
レ
弁
調
済
所
悩
一
之
由
、

書
コ
進
請
文
予
」
と
あ
る
。

⑩
　
興
福
寺
は
検
注
に
反
対
し
九
月
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
忠
通
は
興
福
寺
を
説
得

　
す
る
に
当
っ
て
、
検
注
し
な
け
れ
ば
僧
領
・
他
領
を
分
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
と
言
っ
て
い
る
（
『
台
記
』
天
養
元
年
九
月
二
五
震
怒
）
。
小
東
荘
の
事
例
に
よ
る

　
な
ら
ば
、
領
主
権
の
確
定
（
荘
園
領
主
の
レ
ベ
ル
で
の
所
領
確
定
）
で
あ
っ
た
と

　
考
え
ら
れ
る
。
な
お
天
養
検
注
は
六
月
以
前
に
始
ま
っ
て
お
り
、
見
作
と
そ
の
損

　
得
を
把
握
す
る
検
照
の
実
施
時
期
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

⑬
延
久
二
年
七
月
二
四
日
官
宣
旨
案
（
『
平
』
一
〇
四
八
）
。
綱
野
善
彦
「
荘
園
公

　
領
制
の
形
成
と
構
造
」
（
『
日
本
中
世
土
地
制
度
史
の
研
究
』
、
塙
露
髄
、
一
九
九
一

　
年
。
発
表
一
九
七
三
年
）
。

⑫
曾
我
良
成
「
国
司
申
請
荘
園
整
理
令
の
存
在
」
（
『
史
学
研
究
隔
一
四
六
、
一
九

　
七
九
年
）
。

⑩
　
黒
田
荘
の
事
例
等
を
参
照
（
『
平
』
七
〇
一
）
。

⑭
今
正
秀
「
院
政
期
国
家
論
の
再
構
築
に
む
け
て
」
（
『
史
学
研
究
』
一
九
二
、
一

　
九
九
一
年
）
は
一
一
・
一
二
世
紀
の
荘
園
整
理
令
を
一
括
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、

　
そ
の
闘
の
内
容
の
変
化
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

⑯
一
二
世
紀
に
お
い
て
も
検
田
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
＝
世
紀

　
の
検
照
の
よ
う
な
土
地
調
査
が
全
く
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
検
注

　
は
検
国
よ
り
も
一
般
的
な
言
葉
で
あ
り
、
検
田
・
検
注
と
い
う
言
葉
の
相
違
を
即

　
座
に
土
地
調
査
の
性
格
の
違
い
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
し
か
し
特

　
に
国
司
初
任
の
場
合
、
検
田
と
称
さ
れ
て
い
て
も
、
土
地
調
査
の
内
実
は
検
注
へ

　
と
変
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

⑬
久
安
五
（
＝
四
九
）
年
六
月
；
百
寛
仁
・
中
原
利
宗
重
問
注
記
案
（
『
平
』

　
二
六
六
六
）
所
引
の
永
久
元
（
一
一
一
三
）
年
八
月
一
一
旧
伊
賀
国
司
庁
宜
に
は

　
「
遣
レ
使
任
二
見
作
寄
レ
検
コ
注
田
畠
乙
と
見
え
る
。

⑰
　
二
宮
か
ら
検
注
へ
の
変
化
と
と
も
に
、
国
司
初
任
の
検
注
が
初
任
検
注
（
圏
検
）

　
と
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
内
検
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

　
変
化
は
［
つ
に
は
不
入
権
の
展
開
な
ど
に
よ
っ
て
検
田
の
遂
行
が
困
難
に
な
る
こ

　
と
を
背
景
に
し
て
い
る
と
思
う
。
木
村
茂
光
「
不
入
権
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
職
束

　
京
学
芸
大
学
紀
要
隔
第
三
部
門
社
会
科
学
漫
三
二
集
、
一
九
八
○
年
）
。

⑱
　
天
養
一
一
年
五
月
一
一
七
目
永
善
・
時
高
間
注
記
（
『
平
』
一
一
五
五
六
）
。
こ
こ
に
は

　
公
田
注
文
の
他
に
国
領
取
帳
も
見
え
る
。
公
田
注
文
は
国
領
取
帳
（
馬
上
帳
）
か

　
ら
公
田
を
抜
き
出
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑲
　
勝
山
清
次
属
よ
り
利
田
が
損
免
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
の
ご
教
示
を

　
得
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
。
利
田
に
つ
い
て
は
網
野
「
荘
園
公
領
制
の
形
成
と
構

　
造
」
、
小
田
雄
三
「
古
代
・
中
世
の
出
挙
」
（
『
臼
本
の
社
会
史
』
四
、
岩
波
書
店
、

　
一
九
八
六
年
）
が
出
挙
と
結
び
つ
け
て
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
利
田
の
史

　
料
を
全
て
整
合
的
に
解
釈
で
き
な
い
。
富
沢
「
検
注
と
田
文
」
三
三
七
頁
も
参
照
。

⑳
利
田
は
『
為
房
記
』
寛
治
五
（
一
〇
九
一
）
年
九
月
四
日
条
を
初
見
と
し
て
、

　
安
元
二
（
一
一
七
六
）
年
正
月
日
源
兼
光
解
（
『
平
』
補
三
七
九
）
な
ど
、
加
賀
．

　
因
幡
・
飛
騨
・
土
佐
・
伊
予
・
周
防
等
の
…
諸
国
に
見
え
る
。

⑳
　
『
国
司
補
任
』
を
参
考
に
し
た
。

⑳
　
久
安
五
年
五
月
六
目
中
原
利
宗
・
覚
仁
間
注
記
案
（
『
平
』
二
六
六
七
）
。

⑬
　
早
川
庄
八
氏
の
史
料
紹
介
「
時
叢
記
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
｝
四
、
一
九
六
二
年
）

　
に
よ
る
。
ま
た
水
谷
類
「
国
司
神
拝
の
歴
史
的
意
義
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
二
七
、

　
｝
九
八
三
年
）
を
参
照
。

⑳
　
時
範
が
一
宮
に
詣
で
た
際
の
告
文
で
あ
る
の
で
、
時
範
の
起
請
と
考
え
ら
れ
る
。
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な
お
利
田
請
文
は
国
司
の
下
知
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
更
に
検
討
し
た
い
。

終
章
検
田
か
ら
勧
農
へ

平安晴代の国の検田（佐藤）

　
三
つ
の
章
に
亘
っ
て
七
三
帳
を
検
討
し
、
続
く
二
つ
の
章
で
は
そ
の
成
立
と
変
質
を
概
観
し
た
。
全
て
を
論
じ
つ
く
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

平
安
時
代
の
国
の
検
田
は
従
来
よ
り
も
明
瞭
に
な
っ
た
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
戸
田
芳
実
氏
は
公
田
請
作
を
論
じ
る
こ
と
で
収
取
面
に
お
け
る
国
衙
の
行
政
能
力
を
高
く
評
価
し
た
。
公
田
請
作
論
に
は
従
え
な
い
が
、
別

の
意
味
で
そ
の
評
価
を
継
承
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
国
の
検
田
で
は
馬
上
帳
を
作
成
す
る
に
際
し
て
作
人
が
把
握
さ
れ
る
。
こ
れ
は
現
状
追
認
的
な
作
業
で
あ
る
が
、
検
田
の
時
点
に
お
け
る
耕

作
・
納
税
の
責
任
者
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
司
（
受
領
）
は
流
動
的
な
耕
作
状
況
を
そ
の
ま
ま
に
把
握
す
る
、
極
め
て
現
実
的
な
収
取
制

度
を
構
築
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
一
〇
世
紀
ま
で
の
編
戸
に
基
づ
く
収
取
制
度
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
負
名
は
、
そ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

う
な
流
動
的
な
状
況
を
現
地
で
把
握
す
る
た
め
に
、
収
取
機
権
の
世
論
端
を
担
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

国
が
作
人
を
把
握
す
る
・
と
の
意
味
は
大
き
い
・
二
世
紀
に
お
け
る
作
手
の
成
立
や
古
作
を
め
ぐ
る
諸
雲
影
は
・
一
〇
世
紀
後
半
の
笛

の
強
化
の
中
で
現
実
の
耕
作
者
が
馬
上
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
背
景
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
農
民
の
耕
作
権

が
強
固
に
根
付
い
て
行
く
こ
と
も
、
収
取
糊
度
の
変
化
と
は
無
関
係
で
は
な
い
と
思
う
。
在
地
の
諸
階
層
の
成
長
に
対
し
て
、
国
衙
機
構
は
方

法
を
変
え
な
が
ら
、
支
配
を
深
化
さ
せ
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
墾
田
収
納
と
い
う
強
力
な
収
取
制
度
を
支
え
た
検
田
は
、
一
一
世
紀
末
か
ら
変
化
し
始
め
る
。
初
任
検
注
に
は
領
主
権
の
調
査
と

い
う
目
的
が
加
わ
る
。
公
田
数
の
確
定
に
は
実
検
と
並
ん
で
利
田
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
国
司
は
官
物
収
取
の
た
め
に
郡
司
（
在
庁
官
人
）
・
荘
園

と
の
了
解
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
後
も
、
福
田
収
納
・
検
注
収
納
と
い
う
表
現
は
史
料
上
に
散
見
す
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
関
係
の
変
化
と
と
も
に
、
下
田
は
、
収
納
を
実
現
す
る
た
め
の
前
提
と
七
て
の
位
置
付
け
を
失
う
。
そ
し
て
検
田
に
替
っ
て
収
納
の
前
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提
と
し
て
の
位
置
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
は
、
勧
農
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
荘
園
の
事
例
で
あ
る
が
、
一
二
世
紀
中
頃
に
は
「
勧
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

収
納
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
収
納
の
前
提
と
し
て
勧
農
が
表
面
に
現
れ
て
来
る
。
勧
農
に
基
づ
く
収
納
は
、
中
世
の
色
彩
を

濃
く
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
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①
　
戸
田
「
国
衙
領
の
名
と
在
家
に
つ
い
て
」
。

②
　
天
喜
年
間
の
黒
田
荘
に
お
け
る
公
田
請
作
に
つ
い
て
は
村
井
「
名
成
立
の
歴
史

　
的
前
蝿
」
、
泉
谷
「
負
名
と
在
家
」
（
『
律
令
制
度
崩
壊
過
程
の
研
究
恥
、
鳴
鳳
社
、

　
一
九
七
二
年
。
発
表
一
九
六
六
年
）
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
出
作
を
巡
る
対
立
の

　
中
で
の
特
殊
例
で
あ
る
。
ま
た
戸
田
氏
が
公
田
請
作
と
し
て
論
じ
た
利
田
請
文
は

　
検
田
の
変
質
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。

③
　
こ
の
よ
う
な
負
名
の
理
解
と
坂
上
康
俊
「
負
名
体
制
の
成
立
」
（
『
史
学
雑
誌
』

　
九
四
一
二
、
一
九
八
五
年
）
と
の
異
同
は
改
め
て
論
じ
た
い
。

④
　
勝
山
「
中
世
的
支
配
体
制
の
形
成
と
諸
階
層
」
。

⑤
永
暦
二
（
［
【
六
【
）
年
四
月
日
東
大
寺
三
論
宗
匠
電
導
（
『
平
』
［
三
五
二
）
、

　
治
承
三
（
一
一
七
九
）
年
一
一
月
日
前
太
政
大
臣
家
政
所
下
文
（
『
平
』
三
入
九
一
）
。

　
な
お
利
田
は
勧
農
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、

　
更
に
検
討
し
た
い
。

（
京
都
大
学
大
学
院
生
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員



Yi－yi義役：AForm　of　Social　Organiztion

　　　　　　　　　in　the　Southern　Song

by

ITo　Masahiko

　　It　has　been　conventionally　considered　that　’yi－yi　i’n　the　Soqthern　Song

dynasty　was　either　a　form　of　rural　seif－government　for　the　peasants　or

an　instrument　for　the　ruling　structure　of　the　landlords．　However　such

views　have　not　been　able　to　explain　the　dynamics　of　the　yi－Ni　system

consistently．　Through　a　general　analysis　of　the　formation　and　dissolution

of　yi－pti　and　an　examination　of　one　specific　case　in　Huang－yan　xian　in　Tai

zhou，　this　article　tries　to　・clarify　the　peculiarities　of　the　yi－yi　as　a　form　of

social　organization．

　　Crucial　for　the　founding　ofyi－yi　were　intiatives　taken　by　local　intellectuals

who　were　not　in　othce　or　participation　by　prefectural　and　county　ofucials．

After　their　founding，yi－yi　were　managed　and　maintained　through　the　volun－

tary　activity　of　devoted　intellectuals．　Thus　yi－yi　were　not　autonomous　orga－

nizations　of　peasants　but　rather　were　highly　depended　on　influential　indi－

viduals　for　their　organization　and　operation．　Furthermore　their　weakness

derived　from　this　means　of　organization，　and　in　order　to　overcome　this

weakness　external　management　had　to　be　introduced　in　some　loca！es

through　the　intervention　of　prefectural　and　cottnty　ofucials．　However，

these　reforms　of　the　〉，i－yi　did　not　always　succeed．

Cadastral　Surveys凹田in　the　P「ovinces

　　　　　　　　during　the　Heian　Period

by

SATo　Yasuhiro

　　In　my　investigation　of　kenden，　i．e．　cadastral　surveys　carried　out　by　pro－

vincial　governors　in　the　Heian　period，　1　have　examined　three　kinds　of　re一
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cords，　with　an　emphasis　on　llth　century．　The　baブocho馬上i隈were　re－

gisters　drawn　up　in　each　district　by　kendenshi骨牌使：who　took：records

out　in　the　field．　For　each　tsttbo坪of　the　forisei条里制lalld　measurement

system，　they　recorded　the　condition　of　cultivation　and　of　the　harvest，　the

name　of　the　cultivator，　and　the　liability　or　exemption　of　the　land　for　tax

purposes．　The　kenden　mofeuroku　et田目録，　which　were　records　of　the　total

area　of　paddy　fields，　were　then　written　up　on　the　basis　of　these．　ln　the

process　of　making　these　two　kinds　of　records，　the　tax　exemption　licenses

of　the　lords　of　the　manors　were　scrutinized．　These　were　supposed　to　be

made　each　・year，　but　in　reality　they　were　only　made　in　the　first　year　that

a　new　governoy　was　appointed．　On　the　other　hand，　the　fbcden　feendencho

負田検田帳were　records　on　which　the　total　area　of　cultivated　paddy　fields

were　recorded　by　tax　unit（fuden負田or　myo名）．　They　were　drawn　Up

each　year　and　ins鉾cted　at　the勉κ4θ％訪。検欝所．　These　Iast　records　were

’not　only　used　to　count　etp　by　each　fuden　the　number　・of　fields　to　be　taxed，

but・　also　to　settle　the　payments　of　the　faden　taxes．　Thus　1　have　argued

in　this　paper　that　the　cadastral　surveys　of　the　llth　century　were　formed

ih　the　Iatteri　haIf　of　the．ユOth　century　on．the　basis　of　the　crop　surveys　of

the　ritsttryo　system，　and　that　they　changed　into　kenchte検注that　were

－carried　out　by　provineial　governors　in　the　first　yeat　of　their　appointment．

Th・．耳・n．9．晦。瞬r・＃曝th・C・ゆρ只・tqm・H・u・9．

　　　　；with　special　reference　to・the・security　merchant　systern

by

OKAMoTo　Takashi

　　Since　H．　B．　Mdrse’s　authoritatlve　studies，　the　lincensed　guild　monopoly

known　as　the　‘Co－hong”has　been　regarded　as　the　most　important

component　of　the　Canton　Systern　which　regulated　China’s　European　trade

uhtill　the　Treaty　of　Nanking　in　1842．　To　be　sure，　this　viewpoint　is　not

false　Per　se，　yet　it　undoubtedly　overlooks　various　other　aspects　of　the　hong

merchants．　Dea！ing　with　the’hdAg　merchants’　relations　with　the　customs

house　authorities　at　Canton　and　with　foreign　merchants，　this　paper　reveals

・how　the．system　for　levying　duties　on　the．Western　trade　qt・Canton　comm一

・enced，　deVeloped　and　finally　broke　down．
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